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会 議 

午前10時開議 

○松井 努委員長 ただいまから政務活動費等により切手を大量に購入した議員

の調査に関する特別委員会を開きます。 

―――――――――――――――――――――――― 

○松井 努委員長 それでは、政務活動費等により切手を大量に購入した議員の

調査についてを議題とし、調査を進めます。 

 本日は、10月22日の本委員会で決定したとおり、この後、湯浅止子氏に対し意

見聴取を、また、午後１時30分からは、地方自治法第100条第１項に基づき、青山

ひろかず氏に対し証人尋問を行います。 

―――――――――――――――――――――――― 

○松井 努委員長 まず、湯浅止子氏に対し、本委員会として意見聴取すべき事

項についてを御協議願います。 

 本日の本委員会に、参考人として湯浅止子氏の出席を求めております。 

 同氏に対しては、最初に委員長から本委員会としての共通事項を意見聴取しま

す。 

 意見聴取事項案については、招集通知とともに事前に配付してありますので、

御意見を伺いたいと思います。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 異議なしということでございます。 

 それでは、お諮りいたします。 

 本委員会として共通して意見聴取する事項は、原案のとおり決することに賛成

の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○松井 努委員長 挙手全員であります。よって、原案のとおり決しました。 

―――――――――――――――――――――――― 

○松井 努委員長 それでは、これより意見聴取を行います。 

 湯浅止子参考人に入室していただきます。 

 暫時休憩いたします。 

午前10時２分休憩 

〔湯浅止子参考人 入室〕 

午前10時３分開議 
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○松井 努委員長 再開いたします。 

 その前に、本日は本多弁護士にも同席をいただいておりますので、御紹介申し

上げます。よろしくお願いいたします。 

〔本多弁護士挨拶〕 

○松井 努委員長 湯浅止子参考人におかれましては、お忙しいところ御出席く

ださいましてありがとうございます。 

 本委員会の調査のために、御協力のほどお願いいたします。 

 これより意見を求めることになりますが、発言は、意見を求められた範囲を超

えないこと、また、御発言の際には、その都度、委員長の許可を得てなされるよ

うお願いいたします。 

 なお、委員各位に申し上げます。 

 本日は、政務活動費等により切手を大量に購入した議員の調査に関する重要な

問題について、参考人より意見を求めるのでありますから、参考人の人権に留意

することはもとより、不規則発言等、議事の進行を妨げる言動のないよう、御協

力をお願いいたします。 

 これより、湯浅止子参考人から意見を求めます。 

 最初に委員長より、所要の事項をお尋ねしてから、次に、各委員から御発言願

うことにいたします。 

 それでは、私から、あらかじめ委員会で決定した共通事項について、何点かお

聞きいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○松井 努委員長 政務調査費上の会派、社民・市民ネットについてであります。 

 政務調査費の受給に当たり、どのような経緯で５人会派、社民・市民ネットを

結成したのかについてお尋ねをいたします。 

 はい、湯浅止子参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。平成23年度の当初だったと思いますが、秋本、

かつまた、湯浅３名で、社民・市民ネットという会派を結成いたしました。そし

て、代表はかつまたさんにお願いをしてありました。そこで、かつまたさんのほ

うから、お１人会派の方がお２人いらっしゃると、そしてお１人会派は政務調査

費がいただけないというので、２人会派でないともらえない状態だ、お１人ずつ

それぞれにやっていらっしゃるので、政務調査費がいただけない。大変だという

ふうに思いますので、できれば僕たちの会派に、政務調査費のために、お２人を

入れることはよろしいでしょうかという御相談がありました。そして秋本さんと
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私のほうで、それは同じ議員として大変不公平であるし、お気の毒ですね、かつ

またさんのお優しい気持ちがよくわかりましたので、御一緒に政務調査費を使え

るようにしてさしあげたらいいんじゃないでしょうかということで、お２人が私

たちの政務調査費のための会派ということで、私たち、秋本さん、私は承知をい

たしました。こういう経過でございます。 

○松井 努委員長 次に、平成23年に実施したアンケート調査についてお伺いい

たします。 

 (1)アンケート調査は誰が企画をし、会派においてどのような話し合いがあった

かについてお尋ねをいたします。 

 湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 アンケートにつきましては、本当に昨年ですね、住民の監査

請求があって表に出てくるまで、えっという思いでおりました。どのような―誰

が企画しということですけども、これは確か23年度中だと思いましたが、24年に

入った１月、２月議会の前だったと思いますが、鈴木啓一議員、小泉文人議員、

そして私とかつまたさんと４人で、図書室でお話をしたことがあります。そのと

きに鈴木啓一さん、小泉文人さんのほうからアンケートをしたいというお申し出

がありましたので、時期的に議会の前であり年度末に近いということで、私は、

今その必要はないと判断をしましたので、アンケートはしないというふうに申し

上げました。隣におりましたかつまたさんも、今やる時期ではないと思いますし、

僕もアンケートには賛成をしないというふうにお答えになりました。なので、そ

の後、最初に申し上げましたように、昨年８月に住民監査請求で出てきたときに

は、えっ、やったのということで大変驚きましたし、なので、企画をしたとお尋

ねがありましたけれども、このことについてはお答えはできません。 

○松井 努委員長 少し整理させていただきますが、23年に実施したアンケート

の調査について、今お尋ねをしたんですけれども、今のお話しですと話し合いを

したのは24年の１月ごろと（湯浅止子参考人「年度で」と呼ぶ）年度でいうこと

でございますので、年度の中のことについてでありまして、日付はこの日付であ

ったっていうことでよろしいわけですね。（湯浅止子参考人「はい」と呼ぶ）はい、

わかりました。 

 次に(2)といたしまして、アンケート調査の企画について、具体的に誰と誰がど

こでいつ話をしたのか、同席した人物がいたのかについてお尋ねをいたします。 

 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたように、
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４人で１回だけ私はお話をした、その提案に対してですね、アンケートをやりた

いという提案についてのお話をしただけで、そこには４人以外の方どなたも同席

はしていらっしゃいませんし、４人の中で、私とかつまたさんで、しないと、ア

ンケートはしないというふうにお答えをしておりますので、企画については答弁

することができません。以上です。 

○松井 努委員長 次に、(3)番といたしまして、アンケートについて、政務調査

費会派の経理責任者として許可を出したのかについてお尋ねをいたします。 

 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。先ほども申し上げましたようにアンケートに

ついては、私もアンケート調査をしたということをわかったのが、昨年の８月の

住民監査請求による報道によって知ることになりましたので、それこそここの、

今お尋ねの、経理責任者として許可を出したのかということに関しては、本当に、

ともかくアンケートをしないと言ったことでしたので、やったということに対し

てまず驚き、まあ、期数も重ねて経験のある良識のある鈴木さん、県会議員もな

さった小泉さんがですね、私たちの同意を得ないで、まさかアンケートをすると

は思っておりませんでしたので、経理責任者としての許可は、私の中では出して

おりません。 

○松井 努委員長 次に、(4)といたしまして、政務調査費がアンケート調査に使

われた事実を、経理責任者として確認したことはございますかお尋ねをいたしま

す。 

 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。先ほどと繰り返しになりますので、もう３回

も繰り返しましたが、アンケート調査に使われた事実について知ったのは、昨年

の８月以降ということでございます。なので23年度のことにつきましての確認は

したことはございません。 

○松井 努委員長 次に、アンケートの回答用はがきとアンケートの調査の報告

書についてでございます。 

 (1)番といたしまして、アンケート回答用はがきの現物を見たことはございます

かお尋ねをいたします。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 先ほども申し上げましたように、回答のはがきの現物を見た

ことはございません。 
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○松井 努委員長 次に(2)といたしまして、アンケート調査報告書の現物を見た

ことはありますか。 

 湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。これも調査報告書の現物は、現物を見たこと

はございません。 

○松井 努委員長 (3)といたしまして、アンケート実施者に自身の名前が掲載さ

れていることについては了承していましたかお尋ねをいたします。 

 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。掲載されていることは了承しておりません。 

○松井 努委員長 はい、わかりました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○松井 努委員長 次に、各委員からの質問を行います。委員におかれましては、

意見聴取を求める事項の範囲を超えないこと、持ち時間を守ることに留意を願い

ます。 

 それではまず、創生市川からお願いをいたします。 

 はい、鈴木雅斗委員。 

○鈴木雅斗委員 はい。２ページの(2)番から質問のほうをさせていただきます。

平成23年度のアンケートについて、平成26年の12月定例会以降に話したことはあ

るかお答えをお願いします。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 申し訳ありません。もう１度年度を、今、ページめくってて、

ごめんなさい。 

○松井 努委員長 時計をとめてください。はい、もう１度、再度、鈴木委員、

もう１度繰り返してください。 

○鈴木雅斗委員 はい。２ページの一番下の、一番下の部分ですね。(2)番です。

私の質問なのですが、上から順にやっていくのと、原則やっていきますので、そ

のとおり見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。（松井 努委員

長「じゃあ、23 年度の……」と呼ぶ）はい、(2)番についてです。（松井 努委員

長「(2)番ですね」と呼ぶ）はい、平成 26 年の 12 月定例会以降に話したことはあ

るかお答えお願いします。 

○松井 努委員長 時計を進めてください。 

 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。26 年の 12 月定例会以降といいますと、こと
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しが 27 年ですね。なので、27 年度に入りまして、６月に小泉議員にお話を伺う

ために、私とかつまたさんと秋本さんと３人で、プラス小泉さん４人で、図書室

でお話をいたしました。アンケートについてというよりは、今回のいろいろな社

民・市民ネットの名前が何回も出ましたのでそのことについて１度もお話し合い

をしていない、また、小泉さんからのほうから何もアクションがなかったので、

私たちのほうで１回お話をしようとうことで、お話をいたしました。アンケート

についてというよりは、今回の政務活動費、あ、調査費のことに関してのお話を

する、まあ、ひっくるめて言えば、アンケートについてのお話しと言うことで、

それは１回いたしました。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 ありがとうございます。次の質問です。(3)番、同ページ３番、

平成 23 年度に行われたアンケートについて、小泉議員が許可を得るため、湯浅議

員のところへ小泉議員と当時の議会事務局の庶務課長が行ったと発言しているが、

それは事実かお答えお願いします。（発言する者あり）行ったと発言しているが、

それは事実（マイク混線）。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。私のところに小泉さん、また、庶務課長が来

た記憶はございません。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 次の質問に移らせていただきます。小泉議員とは別に、鈴木前

議員とも図書室において、平成 23 年度のアンケートについて話をしたことはある

のか、先ほどお話した１回だけということか、間違えないのか御確認させてくだ

さい。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。１回のみでございます。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 次の質問に移らせていただきます。(5)番、個別外部監査以前に

小泉議員に返納を施したことはあるのか（松井 努委員長「促したですね」と呼

ぶ）促したことはあるのかお答えをお願いします。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。促したことはございません。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 はい、次の質問に移らせていただきます。個別外部監査以降に
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返納を施し、あー、促したことはあるのかお答えをお願いします。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 先ほど申し上げました６月、27 年６月 15 日に秋本委員、そ

してかつまた、私と３人でプラス小泉さんでお話をしたときに、秋本さんのほう

から返納の意思はございますかということをお尋ね申し上げました。そうしまし

たら、小泉さんは、返納の、返納をベストとは思わない、返納はベストとは思わ

ないというお返事をいただきまして、私たち３人は、あ、返納の意思はないのか

というふうに理解をいたしました。以上です。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 ありがとうございます。次の質問に移らせていただきます。７

番の経理責任者としてのかかわりについて、イ、政務調査費の支出に湯浅経理責

任者の押印がされているが、それは経理責任者として支出を認めたということで

よいのかお答えをお願いします。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。押印はしておりません。当時、23 年度当時、

印鑑は議会事務局のほうにお預けをしてありましたので、私は―もちろん私が

押せば覚えておりますが、私は押した覚えはございません。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 はい、ありがとうございます。ということは、どのような形で、

議会事務局が押印された経緯というものがわかりますでしょうか。よろしくお願

いいたします。 

○松井 努委員長 ちょっと時計とめてください。鈴木委員の質問は、押された

ということの経緯がどうであったを知りたいということでよろしいですか。 

○鈴木雅斗委員 要は、経理責任者の印鑑が議会事務局を通じて押されていない

ことを知ってる、議会事務局がどのような形で、その会計責任者の印を押したの

かということを、押印は湯浅会計責任者の印鑑が押されているという経緯があり

ますので、一体議会事務局に預けている印鑑がどのように押されていたのかとい

う再質問でございます。 

○松井 努委員長 きのうもですね、その件につきましては、お話が出ましてで

すね、鈴木さんなのか小泉さんかわかりませんけれども、その方のほうから、議

会事務局の庶務のほうにこういうわけで、こういう形の中でこういう支出をした

いということについては、ほかの会派の皆さんのほうも了解をしている、あるい

は代表者、経理責任者は、それについて了解をしていますかとそれについて了解
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をしておりますという場合には、印鑑については庶務のほうに預けてありますの

で、庶務のほうで押したというふうな返事がございましたので、(「押すこともあ

る」と呼ぶ者あり)押すこともあるということでございますので、一応それでいい

かについては、今私がまた再度聞きますので、時計を戻してください。湯浅参考

人、その件についてお答えをいただきたいと思います。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。委員長がお話くださったように、私は本当に

わかりません。議会事務局のほうでどなたが押したのか、そういうこともわかり

ません。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 では、委員長の共通の意見聴取事項の平成 23 年度に実施したア

ンケート調査についての(4)番、政務調査費がアンケート調査に使われた事実を経

理責任者として確認したことはあるのかという項目の部分です。 

〔「ここは自分で通告したことしか聞けないから、だめなんですよ。自分の通告の

……」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 ちょっと待ってください。ページ数は何ページですか。ええ、

何ページを指しいるんですか。共通事項のほうは私のほうで……。 

〔「通告していないんで、自分の通告のしか聞けないんで、自分の何ページのとこ

ろか」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 御自分の通告した中についてのみ、質問をしていただきたい

んですが。はい。 

○鈴木雅斗委員 失礼いたしました。でしたら、慣れないもので、失礼いたしま

した。では、次の質問に移らせていただきます。平成 23 年度のアンケートについ

て（松井 努委員長「何ページの何番ですか」と呼ぶ）あ、３ページの７番のア

です。平成 23 年度のアンケートについて、政務調査費会派の経理責任者として許

可を出したのかという部分の中に関して、こちら、経理責任者となりますと、こ

ちら支出伝票や会計残高のほうを確認した上で、書類のほうを提出すると思うの

ですが、そちらのほうは、一切確認、そちらのほうもわからなかったという認識

でよろしいでしょうか。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい。先ほどの委員長による共通意見聴取事項の(3)番でお答

え申し上げたとおりです。 

○鈴木雅斗委員 わかりました。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 
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○鈴木雅斗委員 はい、では、次の質問に移らさせていただきます。平成 27 年６

月 18 日、千葉日報掲載の記事について。 

○松井 努委員長 はい、ちょっと休憩して、時計とめてください。 

 はい、石原委員。 

○石原よしのり委員 進め方についてちょっと議事進行です。今、鈴木雅斗委員

が、質問始めた６月 18 日付千葉日報の掲載記事についての質問なんですけれども、

新聞記者のほうで書かれた記事のその内容はどのような程度の、この、取材受け

たというか、そこにテーマに載った方が答えるというのも何か不思議だと思いま

すし、今回の調査対象からは、そぐわないと私は思うんですけども、ここを質問

してよろしいんでしょうか。 

○松井 努委員長 一応、きのうのかつまたさんに対しても同じような質問が出

ておりまして、この通告書の中にですね、書いてありますので、昨日はこの件に

つきましては、発言をしていただいたという経緯がございますので、この中に書

いてある通告であることについてはですね、一応、了とするというふうにさせて

いただきたいと思います。 

 はい、石原委員。 

○石原よしのり委員 あの、昨日の中でもですね、この中で幾つか他の部分と共

通しているのが入っているんで構わないと思って聞いていたんですけど、例えば

この中にですね⑦、⑧、⑨、⑩なんていうのは、まさに新聞記者の意見みたいな

ものですし、こういうのは、そぐわないと私は思っているんです。（「でも、きの

う聞いていないところですから」と呼ぶ者あり）きのうはこの⑦、⑧、⑨、⑩は

聞いておりません。 

〔「意見聞くのですか」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 石原委員、今休憩中でございます、石原委員に申し上げたい

んですけど、この通告の中に書いてあることにつきましてはですね、このように

事前に通告されているわけでございまして、参考人にその意見を聞くというよう

なことでありまして、証人とはちょっと違うような気もするんですね。つきまし

ては、事実を解明するためには、お答えをいただけるということであれば、答え

ていただいたほうがいいんではないかと思いますが、御了解いただけませんか。 

 石原委員。 

○石原よしのり委員 委員の皆さんが御了解であれば。 

○松井 努委員長 はい、この件について。 

○石原よしのり委員 委員に御意見が……。 
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○松井 努委員長 ほかの委員の方、御意見がございますか。 

 はい、越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 今回は認めてもいいのかなと思いますが、このような通告

が出ているというふうに、余り意識がなかったからスルーされて承認されてしま

ったのかなということがあると思うので、今後は、通告の内容が調査の範囲かど

うかということを、もう少しみんなで事前にちゃんと検討しましょうということ

を提案して、本日については認めてもいいのかなと思います。 

○松井 努委員長 ほかにこの件について―はい、稲葉委員。 

○稲葉健二委員 私は、認める、認めないというよりも、この通告書を承認して

異議なしと承認しているものに関して、そのまま読んでいるものに対して、ここ

で議事進行とか異議がかかっていること自体が不自然であって、もし、この内容

対して今のような意見があれば、その段階でやはりここでもんでいるべきだろう

というふうに考えるので、質問自体は問題ないと考えます。 

○松井 努委員長 ほかに―髙坂委員。 

○髙坂 進委員 今の発言はちょっとおかしいいんで、これはそれぞれが出した

んであって、これでいいかというあれをこの中で１度もしていないんじゃないで

すか。代表の質問でこれでいいかってあれはあったけど、これについてっていう

あれをやったという覚えはないと思いますけど。 

○松井 努委員長 はい、堀越委員。 

○堀越 優委員 私の考えをちょっと言わせていただきますと、湯浅止子参考人

のこちらの冊子のありますよね。これをもとに、こっちの意見聴取事項をつくっ

たわけですよね。ですからこの段階で出てるわけですから、それをこれっていう

ことはないと思うんですけど。 

○松井 努委員長 それではまとめさせていただきますが、委員長といたしまし

ては、参考人のほうがその部分については答えたくないとか、あるいは証言をし

たくないとかいうようなことであるならば、そのように答えられる（「意思ではな

くて、答えられるとか答えられないとか知らないとか」と呼ぶ者あり）それはわ

かりませんけれども、参考人のほうがそういうふうなことがあればですね、お答

えにならなくても結構ですよということもありでございますので、ここに通告と

して書いてありますので、今の鈴木委員の質問についてはそのまま続行したいと

思いますが、それで御了解いただけますか。―はい、それではもう１度時計を

とめたままで、もう１度質問の内容を鈴木委員言ってください。再開いたします

けど、時計はとめておいてください。はい。 
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○鈴木雅斗委員 では、再開させていただきます。平成 27 年６月 18 日、千葉日

報掲載の記事について、①、３ページですこちら。同会派のほかの３議員、以下

３議員とは、かつまた竜大議員、湯浅止子委員、秋本のり子議員でよいかお答え

をお願いします。 

○松井 努委員長 はい、時計を回してください。 

 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。３人でよろしいです。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 次の質問に移ります。②、３議員は、アンケートの回答用はが

きを 1 枚も見たことがなく、アンケート結果に関する説明も一切受けていないと

主張されているが、湯浅議員は、政務調査会派経理責任者として鈴木前議員や小

泉議員に対して、アンケート結果に関する説明を求めたことがあるのかお答えを

お願いします。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 先ほども申し上げておりますように、アンケートをしたこと

も知りませんでしたので、一切認めておりません。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 はい、ありがとございます。③、３議員はアンケートの回答用

はがきを１枚も見たことがなく、アンケート結果に関す説明を一切受けていない

と主張されているが、湯浅議員は御自身の政務調査費に関し、鈴木前議員や小泉

議員に対して、１度でも説明をしたことがあるのかお答えをお願いします。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 湯浅議員の御自身の政務調査費、私の政務調査費、これにつ

いては説明したことはございません。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 はい、次の質問に入ります。３議員が、（時間終了の合図）今月、

小泉議員に切手購入分全額の返納を促したとあるが、湯浅議員はどのような言葉

で、施したのか―促したのか、お願いします。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 促してはおりません。返納の意思はありますかというお話を、

秋本のり子さんがなさった場所に同席をしていたということです。 

○松井 努委員長 はい。 

○鈴木雅斗委員 以上です。 
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○松井 努委員長 次に公明党。 

 はい、堀越委員。 

○堀越 優委員 ５ページの、平成 23 年度に実施されたとするアンケート調査に

ついての(1)番目。当時のですね、政務調査費を支給する都合上、支給会派に加わ

った小泉文人議員と鈴木啓一前議員に対しまして、湯浅止子議員が経理責任者と

いうことなんですけれども、その、使途や残高確認等、経理事務や会派としての

経理説明は、この小泉文人議員と鈴木啓一元議員に対して説明を行ったのかにつ

いてお尋ねをいたします。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。23 年度の政務調査費の会計につきましてお答

えをいたしますが、お２人が入っていらっしゃいましたが、私はあくまでも、か

つまた、秋本、湯浅、３人の会計責任者として自分は存在しているという認識、

そこにお２人、いや、お２人がお入りになってきたので、会計責任者として名前

がそこにあるということはわかっております。しかし、議会事務局の庶務のほう

からですね、会計についてお話をいただくときには、３人についての報告、それ

から、あと幾ら残っているとかってそういうことは、代表のほうにお話があって、

それを私が確認をするということで、そこの３人についてはしっかりと確認をし

ておりますが、鈴木啓一議員、小泉文人議員の収支については見た覚えはござい

ません。 

○松井 努委員長 はい、堀越委員。 

○堀越 優委員 それでは、今、答えられた内容なんですけど、ということは、

経理説明もしていないということでよろしいですね。はい。 

○松井 努委員長 はい、よろしいですか。 

 はい、次に自由民主党。 

 はい、佐藤委員。 

○佐藤ゆきのり委員 ２ページのですね、(5)番から質問いたします。市民や支持

者などから、アンケートについて問い合わせや質問などを受けたことがあるかと

いうことで、一応お名前をですね、使われているということがわかりましたので、

その辺を湯浅議員はどうだったのか確認させてください。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、お答えいたします。アンケートに関する問い合わせは、

一切ございませんでした。もしやっていたとしたら、あったと思います。これは

余分です。ごめんなさい。ありませんでした。 
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○松井 努委員長 はい、佐藤委員。 

○佐藤ゆきのり委員 会派結成に際してですね、先ほどの御回答の中で、１ペー

ジの(2)番、会派結成に際して、会派のルールについて小泉文人議員、鈴木啓一前

議員とはどのようなやり取りがあったのかということ、先ほどの回答の中では、

その鈴木啓一前議員と小泉文人議員の話しかけよりも先にですね、かつまた竜大

さんのほうから相談があってお決めになったということをお伺いしましたけれど

も、直接、鈴木前議員、あるいは小泉文人議員の申し入れなどは確認したことは

あるのかどうかお答えください。 

○松井 努委員長 ちょっと待ってください。この１ページの(2)のルールについ

てのやりとりがあったかっていう質問でよろしいですか。 

○佐藤ゆきのり委員 はい、そうです。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい。ルールについてのやり取りはございませんでした。 

○松井 努委員長 はい、佐藤委員。ルールについてやり取りはなかったという

回答ですね。 

○佐藤ゆきのり委員 わかりました。それではもう１度ですね、ちょっと確認の

ためにお伺いいたしますが、先ほどですね、図書室で１回だけ（松井 努委員長

「何ページですか」と呼）共通質問中でですね、23 年度に実施したアンケート調

査について、アンケート調査は誰が企画し、(1)ですね。会派においてどのような

話し合いがあったのかと（発言する者あり）共通、共通の１、ごめんなさい、共

通の１番（松井 努委員長「共通、はいはい、うん」と呼ぶ）委員長による共通

の意見調査事項の……。 

○松井 努委員長 １ページの 23 年度の分の、23 年度の(1)ですね。はい。 

○佐藤ゆきのり委員 では、同じ内容ですね。すいません。じゃあ、１ページの

政務調査費上の会派、社民・市民ネットについての質問の中の(1)、政務調査費の

受給に当たり、どのような経緯で５人会派、社民・市民ネットを結成したのか、

これ答えていただきました。その回答の中でですね、５人で話し合いをしたこと

はないと、４人で図書館で、24 年の１月に４人で図書室で……。 

〔発言する者あり〕 

○松井 努委員長 もう１度確認でちょっと時計をとめてください。佐藤委員に

申し上げますが、1 ページのですね、23 年度の実施したアンケートの中の(1)のと

ころでですね、共通の私のほうの質問の中で、お話を尋問いたしましてお答えを

いただいているんですが、それ以上に深く知りたい部分があるんですか。という
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のは、どのような話し合いがあったかについては、話はなかったというふうなこ

とでありまして、それ以上は参考人のほう、答えようがないのではないかと思う

んですけれど。 

○佐藤ゆきのり委員 わかりました。それじゃあ、ちょっと考えさせてください。 

〔発言する者あり〕 

○松井 努委員長 はい、じゃあ次に移ってください。いや、時計は……。 

〔佐藤ゆきのり委員「以上で、では、２回目の時に」と呼ぶ〕 

○松井 努委員長 そうですか、はい。次に日本共産党。 

 金子貞作委員。 

○金子貞作委員 １ページの、平成 23 年に実施したアンケート調査について、(1)

の共通の部分ですが、アンケート調査を誰が企画し、会派においてどのような話

し合いがあったのかについて、確認の、ちょっと質問をさせていただきたいと思

います。平成 24 年の２月ごろ、図書館で、先ほどの答弁、説明だと５人で話し合

ったっていう、ちょっと私の記憶、４人ですね。４人で図書館で話し合ったとい

うことなんですが、時間はどのくらい話し合いをされたのかお尋ねします。 

○松井 努委員長 湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。４人で話し合った時間、皆様も３年前にお話

し合いをしたこと、時間、思い出せるでしょうか。私も定かではございませんが、

30 分以内だったと思います。 

○松井 努委員長 はい、金子委員。 

○金子貞作委員 それで小泉氏、そして鈴木元議員からアンケートしたいと、こ

ういう話があったとき、このアンケートの内容については具体的な、どういう内

容でやりたいのかという説明はあったんでしょうか。 

○松井 努委員長 湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 記憶の中にはございません。アンケートをしたいというお話

でした。 

○松井 努委員長 金子委員。 

○金子貞作委員 アンケートをやるべきではないということを促したという説明

がありました。先ほど、湯浅参考人の説明では、相手方はそれに対してやらない

とこういうふうに言ったというふうに先ほど（松井 努委員長「それは言ってな

いと思いますよ」と呼ぶ）ただ、共通項目の３番で、報道で知ったのでやらない

と言ってたのにやったと思わなかったと、こういう説明があったんですけど。 

○松井 努委員長 時間を中断いたします。もう１度その件については時間をと
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めたまま、参考人よろしいですか。確認、発言をお願いします。 

○湯浅止子参考人 私がやらないと言ったので、お２人がやるかやらないかの意

思表示は聞いておりません。 

○松井 努委員長 はい、再開いたします。 

 金子委員。 

○金子貞作委員 やるべきではないと言ったことに対して、そうすると小泉さん

は、それに対して何もお答えがなかったんでしょうか。その辺の感触はどうだっ

たんでしょうか。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 私とかつまたさんのほうで、時期的に年度末である、また、

２月の定例会、３月の予算に関しての時期なので、アンケートに傾注するときで

はないというふうに判断をして、私はアンケートはやらない、かつまたさんもや

らないというふうにおっしゃられて、お２人がその後、私たち２人がやらないと

言ったのを聞いてどんなふうに判断なさったかは、私も想像の中で、会派の中で、

先ほど申し上げているように、政務調査費の会派だけれども２人がやらないと言

ったら、やらないのかなあという想像はありましたけれども、お２人がどんなふ

うに判断なさったかはわかりません。 

○松井 努委員長 はい、金子委員。 

〔金子貞作委員「終わります」と呼ぶ〕 

○松井 努委員長 次に、無所属の会。 

 はい、越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 １ページの一番上ですね。政務調査費上の会派社民・市民

ネットの(2)について伺います。会派結成に際して、会派のルールについて、２人

とはどのようなやり取りがあったのかということで、これはきのうも同じような

質問をお聞きしているんですが、例えば新聞代とか市内出張とか携帯電話の通信

費などはこうしようとか、会派全体でやる広報、会報の発行とか折込代はどうし

ようとか、そういうようなルールについて取り決めがあったのかどうか伺いたい

と思います。 

○松井 努委員長 湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 鈴木啓一議員は大変期数の多い方で、経験豊かな方でいらっ

しゃるし、私たちはこのときまだ２期目でございました。啓一議員のほうがこう

いうルールについては精通なさっているというふうに思っておりましたので、あ

えてここの部分で、ルールについてお話し合いをした覚えはございません。 
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○松井 努委員長 はい、越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 次に移ります。１ページ目の平成 23 年度に実施したアンケ

ート調査についての(4)ですが、そうですね、切手を購入することを知った時期と

いうことで、昨年の８月の住民監査請求まで知らなかったということなんですが、

先ほど来お話をしている中で、平成 24 年１月に議会図書室において話し合いをし

た際に、アンケートについては、加わりませんという話を回答をしたということ

は理解いたしましたが、小泉議員、鈴木議員からは切手を購入するというような

お話しはあったのでしょうか、なかったのでしょうか。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。アンケートについてのみのお尋ねでございま

した。話し合いでございましたので、切手については一切触れておりません。 

〔越川副委員長「以上です」と呼ぶ〕 

○松井 努委員長 はい。次に、創生市川。 

 鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 では、先ほどの続きをさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。通告書の３ページの一番下(7)番、ウ、⑤３議員は今月、小泉議員

に切手購入分全額の返納を促したが、返納の意思を確認できずとあるが、湯浅議

員は小泉議員のどのような言葉で返納の意思を確認できないとしたのかお答えを

お願いします。 

○松井 努委員長 はい、湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、委員長。先ほどもお答えをいたしましたが、返納をベ

ストとは思わない―返納はか、ごめんなさい。返納はベストとは思わないとい

うふうにおっしゃられた言葉で判断をいたしました。 

○松井 努委員長 鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 はい。次の質問に移らせていただきます。３議員は、今月、小

泉議員に切手購入分全額の返納を促したが、返納の意思を確認できず、決議は返

納要請を無視するなど極めて悪質と指摘したとあるが、私たちの会派の独自調査

では、湯浅議員より直接的な返納を促されたことはないと小泉議員が話している。

湯浅議員が小泉議員に返納を促した回数は何回なのか、お答えお願いします。 

○松井 努委員長 湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 先ほども申し上げました。私は１度も申し上げておりません。

３人の中で、秋本議員が返納の御意思はありますかということをお尋ねになった

のみです。 
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○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 次の質問に移らせていただきます。３議員は今月、小泉議員に

切手購入分全額の返納を促したが、返納の意思を確認できず、決議は返納要請を

無視するなど極めて悪質と指摘したとあるが、千葉日報の取材に対して誰が応じ

たのかお答えをお願いします。 

○松井 努委員長 湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい。存じ上げません。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 はい。次の質問に移らせていただきます。３議員は今月、小泉

議員に切手購入分全額の返納を促したが、返納の意思を確認できず、決議は返納

要請を無視するなど極めて悪質としたとあるが、全額分とは平成 23 年度から平成

25 年度分までの切手購入分の金額でよいかお答えをお願いします。 

○松井 努委員長 湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい。社民・市民ネットにかかわるという分というふうに思

いますが、返納を私も促しておりませんので、これはお答えができません。 

○松井 努委員長 鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 次の質問に移ります。個別外部監査の検出事項にかかっていな

い、平成24年度及び平成25年度分の切手購入金額について、なぜ返納を求めたの

か。 

○松井 努委員長 はい、時計をとめてください。議事進行ですか。 

〔「はい。議事進行です」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 はい。三浦委員。 

○三浦一成委員 先ほど来から湯浅議員は、返納を求めていないという回答を繰

り返していますので、この質問に関しても返納を求めたのかという質問に関して

は、重複の可能性があると思われます。いかがでしょうか。 

○松井 努委員長 委員長といたしましても、湯浅参考人は返納を促していない

というふうに言っておりますので、その辺を勘案の上ですね、質問を整理してく

ださい。再開いたします。 

 鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 でしたら⑨番に関しては、返納を促していないということで、

次の質問に移らせていただきます。 

 個別外部監査の検出事項にかかっていない、平成 24 年度及び平成 25 年度（松

井 努委員長「10 番ですね」と呼ぶ）はい。（「返納の根拠ですよ」と呼ぶ者あり）
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返納を求めた根拠はどこにあるのかという部分なのですが、求めていないという

回答をいただきましたのでわかりました。 

○松井 努委員長 次に移ってください。 

○鈴木雅斗委員 はい。以上でおしまいです。 

○松井 努委員長 次に、民主・連合・社民。 

○石原よしのり委員 これまでの質問と回答で（松井 努委員長「石原委員」と

呼ぶ）済みません。これまでの質問と回答で私の質問事項は網羅されていると思

いますので、これで終わります。 

○松井 努委員長 次に、公明党。 

 はい、宮本委員。 

○宮本 均委員 ５ページの、うちの分の(1)と(2)ですけども、まず(1)で、先ほ

どの答弁でですね、３人の会計責任者であるという思いを言ったんでしょうか、

これちょっと重要なんですけども、湯浅議員のいわゆる思いなのか、または会派

のほうとして認められたことなのか。代表はそれでいいよと言ったのかどうか、

この点についてはどうでしょうか。 

○松井 努委員長 湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 これは私の思いでございますので、会派代表にお話をしたこ

とはございません。３人の責任というふうに私は思いがありました。しかし５人、

会計の中にいらっしゃるわけですから、当然そこの部分は責任はあるというふう

には思います。しかし、お２人の会計に関しましては、確認をするときはござい

ませんでしたという状況です。 

○松井 努委員長 宮本委員。 

○宮本 均委員 わかりました。１つの支給分に関して二重管理というのはちょ

っとあり得ない話ですから、それをちょっと確認させていただきました。 

 あと私ちょっと細かく、使い方、残高確認、経理事務ということを言っている

んですが、最初の委員長の共通のときの(2)のほうに、ではちょっと移りますけど

も、最初の答弁でですね、アンケート調査、行ったっていうのを確認したのは８

月以降ですという答弁がありました。その際ですね、どうしても経理責任者です

と年度末の決算がございます。きのう、かつまた代表のほうには、いわゆる詳細

ではなく大まかな一覧で確認をしたとありますが、湯浅議員は経理責任者として、

この時点で、本来であれば通常の経理処理はやっぱり伝票、領収書、つけ合せと

いうのをやります。当然、残高確認が一番大事なことになります。この作業を行

うっていうのは一覧では無理なことなんですね。先ほど３人だけの会計なのかど
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うかっていうのを聞いたのは、実はその点にあるんで、あくまでもやっぱり、５

人分の経理処理を行う上では、この時点でできた―まあ、これは僕の考えです

から、それに対してどうかという質問はしません。年度末処理、どういう会計処

理をされたんでしょうか。 

○松井 努委員長 湯浅参考人。 

○湯浅止子参考人 はい、お答えいたします。先ほど３人と言いましたが、議会

事務局のほうから、かつまた代表のほうに大まかな、全体のものがまいります。

それは私も一緒に、３人で一緒に確認をいたします。そしてその後、庶務課のほ

うから、私の会計責任者ということで、おっしゃったように細かいものを見せて

いただきます。領収書、それからこういう支出ということで項目別に見ました。

でも、そこの部分で、庶務課の方も御遠慮なさったのか、こちらのお２人につい

ては私のほうで、向こうへ伺って、向こうへというのは部屋が別でしたので、向

こうへ伺って、お２人の確認をいたしますというふうにおっしゃられましたので、

よろしくお願いいたしますということで、私自身は３人の分をしっかりと見させ

ていただいて、お２人の分については先ほど申し上げましたように、大変経験が

豊かな鈴木啓一議員がやっていらっしゃる会計でございますので、あっ会計じゃ

ない、やっていらっしゃることなので、そちらで確認をしたいという庶務課の方

の、お受けいたしまして、そこの部分はさっと見ることも申し訳ないのかなとい

う思いはあったように記憶をしています。なので、見ていないということではな

く、そういう状況の中で、３人はしっかりと確認をいたしましたが、お２人の分

は、お２人が確認なさるというふうに理解をして、それを庶務課の方がお２人、

小泉さん、鈴木さんのほうにお持ちになったというふうに私は、思っております。 

○松井 努委員長 宮本委員。 

○宮本 均委員 それですと会派としての過信ですね、いわゆる。３人分は見た、

２人分は事務局のほうに任せた、最終的に合算の作業というのは、当然出てきち

ゃいますよね。３人の分は湯浅さんがしっかりとやっていた、それで使った分、

正確っていうことも確認されたんだと思うんですけれども、会派として３プラス

２の分の確認は、事務局にお願いしたっていうことですか、最後は、そうですよ

ね。―そうですか、わかりました。はい。 

○松井 努委員長 はい、よろしいですか。はい、次に創生市川。 

〔「結構です」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 よろしいですか、はい。 

 次、公明党―よろしいですか。 
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 次は清風会でありますが、通告がございませんので、次に移ります。 

 次に自由民主党。 

 はい、佐藤委員。 

○佐藤ゆきのり委員 先順位者の意見聴取でほとんどわかりましたので、結構で

す。 

○松井 努委員長 はい、次に日本共産党。 

〔「結構です」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 はい、次に無所属の会。 

〔「結構です」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 はい、次に維新の党・花の会。 

〔「結構です」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 以上で湯浅止子参考人に対する意見聴取は終了いたしました。

湯浅止子参考人には、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構

でございます。 

 暫時休憩いたしますが、午後は、午後１時 30 分から再開する予定でございます

ので、よろしくお願いします。 

午前10時58分休憩 

―――――――――――――――――――――――― 

午後１時30分開議 

○松井 努委員長 再開いたします。 

 まず、青山ひろかず氏に対し、本委員会として尋問すべき事項について御協議

願います。 

 本日の本委員会に、証人として青山ひろかず氏の出頭を求めております。 

 同氏に対しては、最初に委員長から本委員会としての共通事項を尋問します。 

 尋問事項案については、招集通知とともに事前に配付してありますので、御意

見を伺いたいと思います。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 それでは、お諮りいたします。 

 本委員会として共通して尋問する事項は、原案のとおり決することに、賛成の

方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○松井 努委員長 挙手全員であります。よって、原案のとおり決しました。 

―――――――――――――――――――――――― 
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○松井 努委員長 それでは、これより証人尋問を行います。青山ひろかず証人

に入室してしていただきます。暫時、休憩いたします。 

午後１時31分休憩 

―――――――――――――――――――――――― 

午後１時32分開議 

○松井 努委員長 再開いたします。 

 青山ひろかず証人におかれましては、お忙しいところ御出席くださいましてあ

りがとうございます。本委員会の調査のために、御協力のほどお願いいたします。 

 証言を求める前に証人に申し上げます。 

 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基

づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。こ

れにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場

合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人

または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの

親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追

を受け、もしくは有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、または、こ

れらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医

薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは

祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知り得た事実

であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術または職業の秘

密に関する事項について尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒む

ことができます。これらに該当するときは、その旨お申し出を願います。それ以

外には証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由なく証言を拒んだ

ときは、６カ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなってお

ります。 

 さらに証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないことになっ

ております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができること

となっております。 

 すなわち、証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしく

は証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける

者に、著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには、宣誓を拒むこと

ができます。それ以外には拒むことはできません。 

 なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、３カ月以上５年以下の禁
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錮に処せられることとなっております。 

 以上のことをご承知いただきたいと思います。 

 それでは法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。 

 傍聴の方々、報道関係者の方々も含めまして、全員御起立願います。 

〔全員起立〕 

○松井 努委員長 宣誓書の朗読を願います。 

 

 良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓

います。 

 平成 27 年 11 月 13 日 

青山ひろかず 

○松井 努委員長 それでは、宣誓書に署名捺印願います。 

〔青山ひろかず証人 署名捺印〕 

○松井 努委員長 全員、御着席願います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○松井 努委員長 これより証言を求めることになりますが、証言は、証言を求

められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度、委員長の許可

を得てなされるようお願いいたします。 

 なお、委員各位に申し上げます。 

 本日は、『政務活動費等により切手を大量に購入した議員の調査』に関する重要

な問題について、証人より証言を求めるのでありますから、証人の人権に留意す

ることはもとより、不規則発言等、議事の進行を妨げる言動のないよう、御協力

をお願いいたします。 

 これより青山ひろかず証人から証言を求めます。 

 最初に委員長より、所定の事項をお尋ねしてから、次に、各委員から発言を願

うことにいたします。 

 初めに、人定尋問を行います。 

 まず、あなたは青山ひろかず氏ですか。 

○青山ひろかず証人 はい。間違いありません。 

○松井 努委員長 続きまして、住所、職業、生年月日については、事前に記入

していただいております、『確認事項記入票』のとおりで間違いございませんか。 

○青山ひろかず証人 はい、間違いございません。 

○松井 努委員長 それでは、私から、あらかじめ委員会で決定した共通事項に
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ついて、何点かお聞きいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○松井 努委員長 まず、平成 24 年度、平成 24 年 10 月 15 日から……その前に

青山証人のほうから筆記用具の所持を求められておりますので、これを許可いた

します。 

 平成 24 年度、平成 24 年 10 月 15 日から 11 月 15 日に、会派緑風会第１がボラ

ンティア・新生会・市民の嵐と（「市民の風」と呼ぶ者あり）市民の風と、失礼い

たしました。市民の風と合同で実施したとされるアンケートについて。まず(1)、

アンケートの概要はどのようなもので、誰が企画したのかについてお尋ねをいた

します。 

○青山ひろかず証人 このアンケートの概要……。 

○松井 努委員長 挙手をしてください。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 このアンケートの概要はどのようなもので、誰が企画した

のかは、私は一切知りません。 

○松井 努委員長 次に２番といたしまして、アンケート回答用はがきを印刷し

たのはどこの会社ですか。お答えください。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 これも、どこの会社が印刷したのか、その当時は見たこと

も聞いたこともありません。 

○松井 努委員長 次に(3)といたしまして、アンケートの回答用はがきを見たこ

とはありますか。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 アンケートの回答用は、はがきを見たことはありません。 

○松井 努委員長 次に(4)といたしまして、1,500 枚の切手を購入したのは誰で

すか。お答えください。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 1,500 枚の切手、80 円切手を購入したのは私でありますが、

先ほども言っていましたようにこのアンケートには一切関わっておらず、この当
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時、まだ、私が市議会議員になりまして１年足らずでありました。その当時は政

務活動費等、その他詳しいことはよく熟知しておらず、たまたま、この時期にで

すね、緑風会から新生市川、この会派を移籍した際にですね、私が、多分、よく

は覚えてありませんけど、ロビーかどっかでですね、政務活動費の精算をしてい

たところですね、小泉議員、会派の代表である小泉議員が来まして、先輩何やっ

ているんですかというふうに言われたので、今政務活動費の請求の精算をしてい

るというふうに言ったところ、小泉議員から、そんな面倒くさいことをすること

ないですよと、切手を買って換金すれば済んじゃいますし、まあ、松永議員も、

みんなやってますよというふうに言われたものですから、私はああそうですかと

いうふうなことでですね、この 1,500 枚の切手を購入したという経緯はあります。 

○松井 努委員長 もう１度確認をいたしますが、それでは、1,500 枚掛ける 80

円の切手を、御自分で買ったということで間違いございませんか。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 これは、間違いありません。 

○松井 努委員長 次に(5)番といたしまして、1,500 枚もの切手を誰がいつ、ど

こで、どのように張ったかについてお尋ねをいたします。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 たまたまこの時期に 1,500 枚の切手を買って購入しました

が、たまたま自分の会報、いわゆる後援会の会報を送る時期でありましたので、

その会報にその切手を使ってしまいました。また、こういうところに切手を使っ

ていいという認識が、まだ議員になって浅く、これは深く反省をしているところ

であります。切手は自分でうちの奥さんとですね、1,500 枚ですから、一遍に 1,500

枚張って出すわけではありませんから、会報ですから、まあ、１週間、10 日以上

かかったと思いますが、シールと切手を張ってですね、随時それを会報を送った

記憶はございます。 

○松井 努委員長 次に(6)番といたしまして、アンケート調査は、誰がいつどこ

でどのように実施したのかについてお尋ねをいたします。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 先ほど申しましたように、このアンケートには一切かかわ

っておらず、いつ誰がやったのかわかりませんが、多分、小泉議員が実施したの
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かというふうに認識しております。 

○松井 努委員長 ７番といたしまして、返信されたアンケート回答用はがきは、

誰がいつ、議会事務局の誰から入手したのかお答えください。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 先ほども何回も申し上げましたが、このアンケートには一

切かかわっておらず、誰が入手したのかわかりません。 

○松井 努委員長 (8)番といたしまして、アンケートの調査報告書は、誰がいつ、

どこでどのように作成したのかについてお尋ねいたします。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 先ほど、何回も言ってますが、アンケートは実施しておら

ず、私はその調査の報告書等はですね、パソコン等はできないので、そういう集

計等も、いつ誰がやったのかわかりませんが、多分、小泉議員が議会事務局に提

出したのではないと思います。 

○松井 努委員長 次に平成 24 年度、平成 24 年 12 月 15 日から、平成 25 年 1

月 15 日に実施したとされるアンケートについてお尋ねをいたします。(1)番とい

たしまして、アンケートの概要はどのようなもので、誰が企画したのかについて、

お尋ねをいたします。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 このアンケートの概要、どのようなもので、誰が企画した

のか、これはアンケートは実施しておりませんので認識もしてないし、わかりま

せん。 

○松井 努委員長 (2)番といたしまして、アンケートの回答用はがきの返信先が

自宅となることについては、了承したのかについてお尋ねします。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 この、自宅に返信先が了承したかということですが、これ

は、この問題が発覚したときに議会事務局のほうから請求書っていいますか、政

務活動費の請求の議案書を見せてもらったときに自宅の住所になっていたことに、

大変びっくりしたところでございます。 

○松井 努委員長 ということは、知らなかったということでよろしいですか。 
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○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 そのとおりです。 

○松井 努委員長 次に小泉氏が青山氏に対して 24 万円を渡したという件につ

いてであります。(1)番といたしまして、小泉証人によると、青山議員よりアンケ

ート項目をお願いできないかと持ちかけられたとのことであったが、アンケート

項目のサンプルを依頼したことがあるのかについてお尋ねをいたします。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 先ほど申し上げましたように、このアンケートには参加も

しておらず、了承もしておりませんので、そういうことはありません。 

○松井 努委員長 (2)番といたしまして、24 万円分の政務活動費は、誰が請求

したのかについてお尋ねいたします。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 24 万円分の政務活動費は、誰が請求したのかということで

すが、この政務活動費の請求等は私はしておりません。この当時、やはり会派の

代表、また、会計責任者である小泉議員に全て任せてありましたので、概要その

他は全然承諾もしていないし、熟知もしておりません。 

○松井 努委員長 (3)といたしまして、24 万円分の支出伝票は誰が起票したの

かについてお尋ねいたします。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 先ほど言ったように、政務活動費の請求はしてありません

し、支出伝票は誰が起票したのかはわかりませんが、多分、会派の代表の会計責

任者である小泉議員ではないかというふうに思います。 

○松井 努委員長 それでは、もう１度総括でこの件につきましてお伺いいたし

ますが、小泉証人のほうから青山氏に対して、24 万円渡したというふうな発言も

ございましたけれども、青山議員はこの 24 万円は受け取っていないというという

ことで、よろしいですか。（「下、下になっちゃいます」と呼ぶ者あり）これか。

（「だからこれを聞けばいいんじゃないですか」と呼ぶ者あり）そういうことか、

はい、すいません。それでは、平成 24 年度に実施したとされたアンケート調査に

ついてであります。小泉文人証人から、政務活動費で購入したとされる切手代 24
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万円を、会派を離脱したときに渡したと証言がありますが、受け取った事実はご

ざいますか。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 先ほども何回も申し上げておりますが、当時、まだ議員に

なって１年足らず、政務活動費の使用方法、その他細かいことは一切熟知してい

おらず、このようなことで大変迷惑をおかけしたことに対して、深くお詫びを申

し上げます。ということで、この会派を離脱したときに 24 万円を渡したという証

言があったようですが、私は 24 万円をもらった覚えは一切ありません。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○松井 努委員長 次に、各委員からの尋問を行います。 

 委員におかれましては、証言を求める事項の範囲を越えないこと、尋問の持ち

時間を守ることに留意を願います。 

 それでは、まず創生市川からお願いいたします。 

 鈴木雅斗委員。 

○鈴木雅斗委員 はい、マイク入っていますか。時計をとめてください。 

○松井 努委員長 はい、時計をとめてください。―はい、再開いたします。 

○鈴木雅斗委員 切手購入、５ページの（松井 努委員長「５ページ」と呼ぶ）

はい、５ページの中段より下の丸い部分です。切手購入金額は、全て返納したの

かお伺いをいたします。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。切手の購入金額は、全て返納いたしました。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 はい、次の質問に入らせていただきます。本特別委員会も理由

の中に、平成27年６月16日時点で返納の申請手続が取られていない議員に対して、

調査事項として調査のほうを進めております。その上で、私たちの会派にある独

自調査によると、青山議員は、６月24日、議会事務局庶務課に返納したようだが、

返納当時に議会事務局庶務課より６月24日付の預り証を受け取ったかお伺いしま

す。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。24万円の返納請求書の預かり証は、受け取

ってはおりません。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 
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○鈴木雅斗委員 はい。次の質問に移らせていただきます。私たちの会派による

独自調査によると、鈴木前議員が６月22日に議会事務局庶務課に返納、小泉議員

が６月23日、議会事務局庶務課に返納しており、青山議員は６月24日、議会事務

局庶務課に返納ということで、一番遅い返納者ということでよいかお伺いします。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。はい、時計をとめてください。 

 はい、三浦委員。 

○三浦一成委員 ただいまの創生市川さんからの尋問に関してですが、青山証人

に関し、本委員会は、青山証人に関しての調査権を持っているものではなく、こ

の質問に関しては、青山委員への調査かのような尋問だと考えられるんですが、

今の質問は、青山証人は証言する必要があるでしょうか。 

○松井 努委員長 先ほども少しこれと同じようなことがございましたけれども

（「証人、証人、ちょっとやっぱり、調査範囲は限られるのでは」と呼ぶ者あり）

そうか、どうしよう（「だから、やはり、要は参考人のときは、参考人に自由に意

見を聞くっていう話で先ほどの運用だったんですが、今回、証人を、結局青山さ

んの調査じゃないから、調査範囲を超えているということですよね」と呼ぶ者あ

り）休憩です。それでは、もう１度、休憩中です。鈴木委員はですね、どういう

意図で、今このことについて質問されているのか。要するに、私が思いますには、

青山証人がお２人がいつ返したことについてですね、知っていたか知らないかわ

かりませんが、その中で一番遅い返納者ということで、いいですかというふうな

質問でありますが、それは確認ができない、あるいは答えられないということで

あるならば、どういう意図でそれを質問されているんでしょうか。はい。 

○鈴木雅斗委員 それ以前にも通告が決議なされている、が中身を見た上で、決

議のほうがなされているということですので、私は通告にのっとって質問させて

いただいたまでです。 

○松井 努委員長 ですから、一応ここには質問の通告が書いてありますが、こ

の時点でのですね、返納者が一番遅い返納者だったというふうに証人のほうは、

自覚していたかどうかについてはちょっと定かではないんですけれど、何の意味

でその質問の調査をされているのかについてお伺いしております。 

 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 こちらの件に関して言うのであるならば、返納の時期というも

のはやはり重要になってくると思います。その100条の特別調査というものが、小

泉文人議員、そして、鈴木啓一元議員に対して対象になっているのに、彼らは遅

く返納したことで調査対象となっている。 
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〔「全然関係ないじゃん」と呼ぶ者あり〕 

〔発言する者あり〕 

○松井 努委員長 ちょと待ってください、ちょっと整理しますので、鈴木委員

に申し上げますが、今、一番、今の鈴木委員の認識ですと、鈴木前議員、小泉議

員は一番遅く返納したから、今回、100条委員会にかけられたというふうな認識が

あるという言い方ですか。 

○鈴木雅斗委員 いずれにしましても、内容が、あっ……。 

○松井 努委員長 はい、いいですよ、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 いずれにしても、内容を吟味した上で、この通告で問題ないの

かという決をとったうえで、通告にのっとって私は質問しております。でしたら、

決をとる際に、なぜ通告外だという疑問が委員会の中で起こらなかったのかとい

う御回答でよろしいでしょうか。こちら、弁護士のほうでも確認をしまして、法

的なアドバイスをいただいた上で、お願いしてよろしいですか。 

〔正副委員長、本多弁護士に確認〕 

○松井 努委員長 お答えいたします。まだ休憩中ですので、要はですね、確か

に通告を受けたときにはここに書いてあるとおりでございますが、今、三浦委員

のほうからですね、少し、調査対象外ではないかというふうな疑義が出されまし

たので、今お聞きしたわけですけれども、一応これは青山証人にも絡んでくるこ

とでございますので、青山証人は答えることについては、いかがでしょうか。ま

だ休憩中ですので（「時間の休憩中です」と呼ぶ者あり）はい、時間の休憩中です、

ごめんなさい。青山さん、はい、どうぞ。はい、青山さん、いかがでしょうか。

答えることについては、可能ですか。 

〔青山ひろかず証人「問題ないです」と呼ぶ〕 

○松井 努委員長 はい、そうですか。それでは再開、時間を進めてください。

今の質問でございますが、青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。今、鈴木委員からあった質問ですけれども、

先ほども申し上げたとおり、この会派の会計責任者は小泉議員でありまして、お

金のことは全部小泉議員が把握しております。で、そのお金は、私は先ほど返し

ましたというふうに証言しておるので、これをいつ返したのか小泉議員に聞いて

みないとわかんないのではないかと思います。 

○松井 努委員長 ということで、よろしいですか。鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 わかりました。以上で質問を終わらせていただきます。 

○松井 努委員長 次に公明党。 
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 堀越委員。 

○堀越 優委員 はい。５ページのですね、(1)と、まず(1)から質問させていた

だきます。会派でアンケート調査を行う際にどのような説明を受けて調査を実施

したのかという点についてお聞きしたいと思います。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。これは、会派のほうから説明もどういうふ

うに実施するかも、私はこのアンケートに参加しておりませんから一切わかりま

せん。 

○松井 努委員長 はい、堀越委員。 

○堀越 優委員 次に(2)番目の、６ページの(2)番目、年度の途中で会派に加わ

った証人は、会派の経理責任者から政務活動費の使途や経費残高等経理全般の説

明を受けたんでしょか。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。今質問にありました会派の経理責任者から、

政務活動費の使途や残高等経理全般の説明は一切受けておりません。 

○松井 努委員長 はい、堀越委員。 

○堀越 優委員 はい。受けてないということなんですけれども、では、逆に、

１年生、先ほどもあったように１年では何もわからないということでありました

ので（「熟知していない」と呼ぶ者あり）熟知していないということなので、要す

るに、そういう使い道とか残高とか経理全般の説明は受けてないけれども、政務

活動費、政務調査費っていうのは、どんなもんですかっていう質問はしなかった

んでしょうか。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい。先ほども申し上げましたように、これは本当に恥ず

かしい話でありますが、まだ１年足らずで、政務活動費はそういうふうに使って、

―先ほど一番最初に言ったように、切手購入というようなこともあって、ああ

こんなふうに使ってもいいのかなというふうに、何て言いますかね、軽く考えた

って言いますか、そこんところは、僕も十分反省しなくてはいけませんけれども

熟知してはおりませんでした。今は２期目となりまして、いろんな活動費等、そ

ういったものはわかっているはずだと思っております。そのときには、この会派

を離脱するときに渡したとされる証言があるということは、これは、熟知してい

なかったし、この証言も真実とは食い違っているというふうに、えー、あります。 

○松井 努委員長 はい、堀越委員。 
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○堀越 優委員 はい、いいです。 

○松井 努委員長 はい、次に自由民主党。 

 はい、佐藤委員。 

○佐藤ゆきのり委員 それでは質問いたします。２ページ目の、まず６番からで

すね。アンケート、これは、アンケート調査は誰がいつどこでどのように実施し

たのか、存じ上げているかどうか確認いたします。 

○松井 努委員長 いつの分―ここに書いてありますか。２ページですね。は

い、24 年度の分ですね。 

 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。その件に関してもですね、アンケート調査

は、いつ誰がやったのか私にはわかりません。アンケートは一切しておりません

ので、小泉議員がやったのではないかというふうに思います。 

○松井 努委員長 はい、佐藤委員。 

○佐藤ゆきのり委員 はい、それでは、次に２ページの(15)番、アンケートの調

査報告書を見たことはありますでしょうか。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 アンケートの調査報告は、この件が発覚といいますか、問

題になって、以前は見たこともありません。 

○松井 努委員長 はい、佐藤委員。 

○佐藤ゆきのり委員 それでは、次にですね、１ページ目の16番に戻ります。ア

ンケート結果について、会派内で話し合ったことはあるかどうか、この辺を確認

いたします。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。アンケート結果について会派で話し合った

こともないし、先ほど申し上げましたようにアンケートはやっておりませんので、

話したことも聞いたこともありません。 

○松井 努委員長 はい、佐藤委員。 

○佐藤ゆきのり委員 それでは、次に４ページ目、４ページのですね、下の欄で

すね、小泉氏が青山氏に対して、24万円渡したという件についてお尋ねをいたし

ます。 

 (2)番ですね。どのような経緯で小泉証人より24万円を受け取ることになったの

か、わかれば教えてください。（「もらってない」と呼ぶ者あり）これは、わから
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なかったって言っていますけれども（「もらってないって」と呼ぶ者あり）ああ、

もらってない、もらってない、わかりました。 

○松井 努委員長 もらっていないと言っておりますので、この件は……。佐藤

委員。 

○佐藤ゆきのり委員 はい、それではですね、それじゃあ以上で結構です。 

○松井 努委員長 次に日本共産党。 

 髙坂委員。 

○髙坂 進委員 はい。先ほど共通質問の中で、（松井 努委員長「ページ数をお

願いします」と呼ぶ）ページ数はどこになるのかな、アンケートの調査報告書じ

ゃない、アンケートをやるときに誰が企画したのかという（松井 努委員長「何

ページ何番ですか」と呼ぶ）１ページ、１番、誰が企画したのかということで、

わかりませんっていうお返事をいただきましたけれども、その中だったかな、ど

こだったかな、松永議員がやっているっていうそういう話がありました、４番で

すか（「ああ、違う違う、共通の４番」と呼ぶ者あり）っていう話、いただきまし

たけれども、（「８番、８番、それ、８番」と呼ぶ者あり）８番ですか、松永議員

から１人か２人いらっしゃるんですが、どちらの議員ですかね。 

○松井 努委員長 まあ、青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長、共通事項のほうのこの８番ですか。 

〔「４番、共通で４番」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 先ほどですね、４番の中でそんな程度のことは、松永議員も

やっていることだし云々ということだと思いますけど、その松永さんっていうの

はお２人いますけれども、どちらの松永さんということでしょうかという質問だ

と思います。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。先ほど言葉足らずでありましたが、松永鉄

兵議員もやっているし、みんなもやっているからというふうに小泉議員から聞き

ました。 

○松井 努委員長 はい、髙坂委員。 

 みんなは入っていなかった、さっきは（笑い声）。 

 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 先ほどみんなを、入ってましたよね。入ってました。（松井 

努委員長「あ、そうですか。はい、すいません」と呼ぶ）そういうふうに私は聞

いて、そんなものかなと、まだ１年足らずでわからず、そんなものかなあと、小

泉議員は県会議員を２期も務めて、そういう政界のものには熟知しているものと
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信じきっておりました。 

○松井 努委員長 はい、髙坂委員。 

○髙坂 進委員 １ページの15番、16番で報告書も見たこともないという、それ

から話し合ったこともないということでしたけれども、これは、青山証人がなっ

ているものが幾つかありますけれども、これ、全部ないという、報告書も、それ

から話し合いも１度も４回について１度もやったことがないということで理解し

ていいですか。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 今、髙坂議員からありましたように、私はアンケートに参

加しておらず、アンケートのこともわかりませんし、この問題が発覚して初めて、

いろんな書類を議会事務局から見せてもらったときに、いろんなことに驚いたと

ころであります。 

○松井 努委員長 はい、髙坂委員。 

○髙坂 進委員 はい。２ページの４番、アンケート用回答用のはがきは誰が、

これじゃなかったのかな、どこだ、各自に11番か、（「何ページ、２ページです」

と呼ぶ者あり）２ページの11番、自宅に返信されたアンケート用紙を、本人以外

に見たことがあるかということについてと、それからもう１つは、宛先が青山証

人のところになっていたものもありましたけれど、それについても１度も、１枚

も見たことが、自分のところに来たことがないのかどうなのか、そのことについ

て。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 先ほども申し上げましたように、アンケートには参加して

おりません。そして、この問題が発覚して、先ほども申し上げましたが、議会事

務局よりその書類を見せてもらったときに、自分の自宅に届いているということ

に驚きました、は事実であります。 

○松井 努委員長 今、自分のところに届いたんですか。 

○青山ひろかず証人 いや、見本が（松井 努委員長「見本がですか」と呼ぶ）

見本っていいますか、今、髙坂議員が言ったのは、自宅が返送先になっていたと

いうことですよね。それをだから、その書類を見たときに初めて知りました。 

○松井 努委員長 はい。 

〔「自宅に届いていないということ」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 自宅には届いていないわけですね。 

○青山ひろかず証人 アンケートはやっておりませんから、自宅には届いており
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ません。 

○松井 努委員長 はい。 

○髙坂 進委員 はい、わかりました。本人はやっていないということですけれ

ども、出されてきたものには、返信のあれが、青山さんのとこって出ていると思

ったので聞いたんですが、そうすると１枚もそれは来ていないということでいい

んですね。はい、次に行きます。５ページの24万は小泉証人から、いつ、どこで、

どのように受け取ったのかということについて、さっき受け取ってないと答弁で

したけど、お金について、一切、政務活動費関係で、お金……。小泉議員から受

け取ったことはないということでよろしいんでしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。小泉議員からお金を預かったっていうか、

受け取ったというか、その言葉の言い回しでいろいろ違いますが、24万円はいた

だいておりません。受け取ってもおりません。当日の、当時ですね、ちょうども

う新生市川から自由クラブに移るときにですね、小泉議員が自由クラブの部屋に

来て、先輩の分ですということで、15万円を預かったことは覚えております。こ

れが何のお金かは、よくそのときには、聞きませんでしたし、そのお金は、先ほ

ど、切手、お金を返したときにですね、一緒にその分は返しました。24万円は、

もらってませんし、その分は小泉議員にお返しいたしました。 

○松井 努委員長 わかりましたか。 

〔髙坂 進委員「わかりました」と呼ぶ〕 

○松井 努委員長 そうですか。了解しました。 

 はい、髙坂委員。 

○髙坂 進委員 私いいです。 

○松井 努委員長 次に無所属の会、越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 はい、1ページ目の(8)番、1,500枚の切手を誰が購入したの

かというところで、先ほど青山議員が購入されて、それはなぜかと言えば、小泉

文人議員から切手買って、切手を購入してまあ、換金すればよいみたいな旨の話

があったということなんですが、覚えている限りで結構ですので、どのようなお

話があったのか、もう１度、御証言いただきたいと思います。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長、 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 どういうふうな説明かと言いますと、先ほど申し上げまし

たように、市内調査費の書類を書いていたところですね、そんな面倒くさいこと
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をしないで（「しないで」と呼ぶ者あり）しないで、そういうふうに切手を買った

ほうが簡単ですよと言われたものですから、先ほど申し上げていましたように、

小泉議員は県会議員２期もやって、そういう政務活動費の使用というものは、熟

知しているのと理解していたところ、そういうふうに私も切手を購入してしまい

ました。しかし、その切手は私は換金しておらず、ちょうどその時期にですね、

自分の会派の、会派って後援会の会報を送る時期に遭遇してましたので、その切

手をその会報を送るものに使用いたしました。 

○松井 努委員長 はい、越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 続きまして、(9)、(10)、(14)に関連をして伺います。そう

なるとですね、このアンケート調査は、アンケートが実施されて結果が集計をさ

れて、アンケート調査報告書が議会事務局に提出されているんですが、青山議員

が実施したという話になっているので、青山議員が切手も張ってない、調査も実

施していない、報告書の作成もしていなければ見たこともないとなると、どのよ

うにお金が―まず、でも現物としてアンケート報告書はあります。で、お金は

支出されていると、このあたりについてもう少しおわかりなことがあれば、お話

をいただきたいと思います。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。切手1,500枚私買いましてですね、12万円の

領収書をその当時は、支出伝票とかそういったものは書かずに、また１年生でで

すね、何もわからず、領収書を事務局に出すと、お金を、使ったお金をもらえた

経緯であると思います。それをしばらくたってからですね、議会事務局から、こ

の切手の資料を提出してほしいというふうに言われたので、その件を小泉議員に

話はしました。 

○松井 努委員長 はい、越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 そこまでは理解いたしました。で、お話しされた後、青山

議員は何か行動されたのかどうか、小泉議員は何か行動されたのかどうか、御記

憶にある限りで結構ですのでお話しいただきたいと思います。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。そこのところはもう大分時間もたってます

し覚えてはおりません。 

○松井 努委員長 はい、越川副委員長。 

○越川副委員長 そうですね、覚えてないことはこれ以上聞けないとは思うんで

すが、現実にアンケート調査報告書が、誰かが作成をして提出しているんですが、
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まあ、覚えてないということなんですが、お心当たり一切ないということでしょ

うか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。これもですね、後からこの問題が発覚して

から、その報告書と集計結果、それから円グラフで書いた集計の物を見ましたが、

私はお恥ずかしいながらパソコンもできませんし、そんな集計なんていう器用な

ことはできませんので、多分これは小泉議員が出したのではないかと思います。 

○松井 努委員長 越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 ２ページに移ります。(2)ですね。アンケート回答用はがき

の返信先が、自宅となることは了承したのかにつきまして、先ほど来御証言いた

だきましたので、了承はしていなくて、知ったのは昨年が初めてでびっくりした

ということではあったんですが、では、なぜ青山議員の自宅が返信先となったの

でしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。その件は僕もよくわからず、自宅に返信先

がなってたことは後から見て知ったので、これは先ほど申し上げましたように、

驚いたところでございます。 

○松井 努委員長 越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 (16)ですね。これは全てほかのものにも共通で、アンケー

ト結果について会派内で話し合ったことはないということなんですが、このアン

ケートの関連について、小泉議員や鈴木啓一議員とお話し合いをしたことはある

のでしょうか、全くないのでしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。会派で―会派っていいますか、当時はボ

ランティア・新生市川という会派だと思うんですけども、そういう問題で会派で

話し合ったことは１度もございません。 

○松井 努委員長 越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 あれですね、じゃあ昨年以降発覚した後も全く話し合って

ない。今日に至るまで一切口を利いてないというか、こういう件では話してない

ということなんでしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。話してはおりません。一応何かそういう話

をしようかという何か、お誘いといいますか、ありましたが、そういうことは僕
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は一切やってないし、またその話に乗っちゃったら、何か巻き込まれて行っちゃ

うような気がしますから、一切断っておりました。また、今議会中といいますか、

６月議会中、議員が変わってですね、小泉議員とは１度も話してはおりません。

１度電話あったことがありましたけども、１回ちょっと話し合いをしましょうと、

ありましたが、今言ったように一切巻き込まれるのは嫌ですから、もう巻き込ま

れるのは嫌ですから断りました。 

○松井 努委員長 はい、越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 すいません。今のところ何か時期とか、お誘いとかちょっ

ともう少し、具体的にどのようなやり取りがあったのかもう少し丁寧に、もしお

話できれば伺いたいと思います。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。丁寧にっていいますか、その辺のところは

よく覚えていませんが、やはりこういう、切手問題、百条委員会が設置されて、

いろんな切手の件とかアンケートの件で質問されることを、まあ、うまく話し合

いをして、しようかなって、向こうの何か意図があったよう、かとは思うんで、

先ほど言ったように、巻き込まれるのがもう結構ですから、幾ら先輩といったっ

て、僕は年は先輩ですけども（笑い声）議員においては全然先輩ではありません

から、そういうことは一切断りました。 

○松井 努委員長 はい、越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 ４ページに移ります。小泉氏が青山氏に対して24万円を渡

したという件についてということで、(2)、(3)に絡むとこなんですが、先ほど何

か会派を移動する際に先輩の分ですということで、お金を受け取ったのか預かっ

たのかというような話があったんですが、この点もう少し丁寧に教えていただき

たいと思います。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。丁寧にっていいますか、ちょうと自由クラ

ブのとき、突然来てこれ先輩の分ですって言って渡されたので、預かっておいて

―だけですから詳しいあれは聞いておりませんし、これ以上いろんな面で巻き

込まれるのは結構ですし、いろいろマスコミに、新聞に書かれて、支援者からお

前何やってんだというふうに言われるのは、（笑い声）もういい加減にしてほしい

というふうに思っておりますから、この件に関してはよく覚えてはおりません。 

○松井 努委員長 はい、越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 はい。４ページ目の(5)番ですね。購入した切手ということ



 （38） 

で、このときは80円切手が9,000枚、72万円分購入をされていたと、で、青山議員

の分として80円切手3,000枚分があるということなんですが、この部分について、

この切手がどうなっているのかということで、誰かが換金したということはある

のでしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 それはよくわかりません。ですからこの問題が発覚して、

議会事務局のほうからその議案書と言いますか、出金伝票を見たときに72万円の

領収書がついてました。それは役所の前の本八幡北郵便局のもので72万円、本来

であれば24万円ずつ、１人ずつが出金伝票を（時間終了の合図）書かなくちゃい

けないのに、何で一気に72万円の領収書がそこについていたのか、僕も疑問に思

いました。でも、これ以上この問題についてはですね、もうほんとに、いい加減

にしてほしいというのが真実であります。 

○松井 努委員長 はい、次に移ります。 

 創生市川―はい。 

 次に、民主・連合・社民。 

 石原委員。 

○石原よしのり委員 それでは聞かせていただきます。 

 ２ページの(1)、このアンケートの概要というところで、青山さんは一切知らな

いとおっしゃいました。ただ小泉議員の証人喚問では、青山議員はこのアンケー

トを実施せずに、小泉さんが6,000枚、そして……。１番じゃないや、ごめんなさ

い。言うとこ違いました。24年度だから２ページ目ですね、この概要の話で。や

ってないとおっしゃったんですけれども、この中で小泉さんが9,000枚のうちの

6,000枚を負担して、鈴木さんが3,000枚、そして、やったので、青山さんのほう

はやっていないんだと彼も言ったんですけども、当時一緒にいらっしゃって、小

泉さんと鈴木さんで青山さんの名前使ってやったということは、認識があったん

でしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 やった認識はございません。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 はい、わかりました。それでは次に行きます。 

 先ほどの、青山さんが15万円を小泉さんから受け取ったという話です。先輩の

分ですとして、突然自由クラブの控室に来たという話です。これ、時期はいつご

ろだか覚えていらっしゃいますでしょうか。 
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○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 今石原委員が受け取ったというふうに言いましたけど、預

かったというふうに先ほど私は述べました。（松井 努委員長「はい。いつごろか

はわかりますか」と呼ぶ）その時期はよくは覚えてないんですけども、まあ、12

月っていうか（松井 努委員長「何年ですか」と呼ぶ）平成24年の末か25年には

なってなかったと思いますけど、もう、時期がたってしまいましたから覚えては

いません。大体この問題を今やるのも、先ほど言ったようにね、もういい加減に

してほしいと思ってるんですね、その辺のところはよく覚えておりません。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 確認の意味で聞きたいんですけども、１ページですね。24

年10月に実施したアンケート、この調査結果報告書ですね。これで言うと１ペー

ジ目の14番。24年10月の実施の……。このアンケートの結果報告が、実は小泉文

人議員と鈴木啓一議員が、翌25年２月に行ったアンケート調査と一言一句同一だ

ということなんですけれども、これについて青山さんは何らかの、覚えているの

か、こういうことがあったかということはお気づきでありましたでしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 この件に関しましては、先ほど申し上げたと思うんですけ

ども、そのときそのアンケートとかそういったものは、一切見てないので、この

問題が発覚してから見たというか―こんなもの余り見たくないですから、よく

見てないです。大体自分がつくったものではないし、その辺のところはよく覚え

ておりません。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 わかりました。それから、ちょっと重ねてになってくるん

ですけれども、青山さんが小泉さんや鈴木啓一さんと御一緒にやっていたときに、

アンケートの話―個別のアンケートは別です。アンケートをするとかアンケー

トっていうのがあるとかですね、そういう話をしたことはありますか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 そういう話は先ほども言ったと思うんですけれども、した

覚えもないし、大体３人でそういう話をしたことはないですよ。まあ、弁当を食

うぐらいですね。（笑い声） 

○松井 努委員長 証人に申し上げますが、証言を求められた範囲で発言をして

ください。 

 はい、石原委員。 
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○石原よしのり委員 それでは、24年度の具体的な日付のアンケートの話にしま

す。 

 24年10月に行われたアンケート、このアンケートは結局青山さんの実施したア

ンケートとして、政務活動費の支出伝票が上がって、そして政務活動費の支給を

受けている、です。ここには経理責任者の判こも、そして代表の判こもあります。

そういった方々が、この支出伝票の申請をどういうものか了解をしていたと思わ

れますでしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 一応会計責任者と代表者が判こを押してあるんですから、

青山が切手買ったというのは多分認識して、議会事務局にその出金伝票を提出し

たのではないかと思います。あの当時は出金伝票は書かずに、領収書だけを議会

事務局のほうに提出したという覚えはあります。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 そのときの経理責任者っていうのは松永鉄兵さんであり、

代表者が竹内清海さんですね。その方々から、青山さんこれは何ですかというよ

うなことは聞かれなかったでしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。それは聞かれませんでしたね。たまたまこ

れはですね、緑風会にいて新生市川に移ったんですけども、何か議会事務局のほ

うのいろんな事務手続が面倒くさいから、そのまま緑風のままでっていうふうに

してあったから、緑風の出金伝票といいますか、から出たというふうに認識して

おります。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 わかりました。私はこれで結構です。 

○松井 努委員長 次に、公明党。 

○宮本 均委員 今までの答弁であらかた了解はしたんですけども、ただその中

で、そうですね、まず５ページなんですけども、うちの質疑に関しては。(1)で、

今石原委員がおっしゃったようにアンケート調査に関しては、一切話もなかった

し事実上かかわってなかったということなんでしょうか。１回もないっていうこ

とでしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 アンケートには、一緒にやったアンケートには一切かかわ

っておらず、いつやったのか、どういうふうにやったのか、一切私は覚えており
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ません。 

○松井 努委員長 知らなかったということでよろしいですか。 

〔青山ひろかず証人「はい、知りませんでした」と呼ぶ〕 

〔「知らなかった」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 はい、宮本委員。 

○宮本 均委員 はい、結構です。次の(2)なんですが、これある意味、会派の政

務調査費、当時、政務調査費の使い方に関しては説明を受けたのかというような

ことはなかったということなんですけども、話を聞く限りでは、換金があるじゃ

ないかという説明はあったということですよね。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 いや、そういう説明ではないですね。だからその、あった

ように、経理責任者から、その、会派の通帳もその人も聞いておりませんし、そ

ういうことは僕は聞いてはおりません。 

○松井 努委員長 今の件は……。 

〔宮本 均委員「もうちょっとわかりやすく言います」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 はい、宮本委員。 

○宮本 均委員 政務活動費、どのように使うかって言ったところ、切手を買っ

て、その後みんながやっているように換金すればいいじゃないですかっていう方

法は示されたわけですよ。その上で、先ほど越川委員が1,500枚の切手の件を質問

をされましたが、これは自分で買って使ったっていうことですよね。ただその前

提は、アンケート調査っていう考えはなかったわけですよ。アンケート調査に関

しては一切関係なかったわけですから。それで、1,500枚の切手を購入した動機っ

ていうのは何になるんでしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 先ほども申し上げましたが、市内活動費を書いていたとこ

ろ、面倒くさいことをしなくてもいいよと、そういう切手を張ってっていうふう

に言われたんで、あ、じゃあそんなもんかなと思って、書くの面倒くさかったか

ら、（笑い声）買ってですね、で、ちょうど買ったんだけども、そのころ会報の会

派の後援会の郵送物があったんで、それに使用しました。ですから、換金はして

おりません。 

○松井 努委員長 はい、宮本委員。 

○宮本 均委員 そもそも切手の購入とですね、当時の市内出張ですか、これ別

物ですから、今、答弁を考えればですね、お金を手に入れる方法としての出張費
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っていうふうにとられてしまうんですね、やっぱり。だからやっぱり会派のお金

の、政務活動費の使い方っていうのはちょっと、どうだったのかなっていう気は

します。1,500枚の使い道は、御自身でやったってなればですよ、委員長これ、ま

た新しく百条になるのかどうかっていうのをちょっと―僕も今判断はつかない

です、これは。（「委員長に聞かれても困ります」と呼ぶ者あり）アンケート調査

で使うべきだった1,500枚は、実は別に使ったっていうことになりますから、この

点どう扱っていいかちょっと僕もわかりません。 

○松井 努委員長 はい。承っておきます。青山証人は先ほど答えたとおりでよ

ろしいですね。 

○青山ひろかず証人 その切手を購入したのは、アンケートっていうことで使う

んで購入したんじゃなくて、まあ、切手を買ったらというふうに言われたので買

っただけであって、たまたまそのころに後援会の郵送物があったものですから、

まあ、こういうふうに使ってはいけないとは、その当時はわかりませんでしたが、

そういうふうに使ってしまったということです。 

○松井 努委員長 宮本委員。 

○宮本 均委員 はい。大方は了解しているんです。ただ、今回の百条に至る手

前で住民監査請求がございました。個別外部監査、全員協議会もございました。

で、今回の百条ということで、今の今までアンケート調査には加わっている青山

議員だったんです。で、今回百条で証言の中で初めてアンケートには一切話も聞

いてなかったっていう事実が明らかになったんですが、当然、アンケート調査の

話は百条の前に既に話題になっていたことですから、その時点で、アンケートに

は一切関わってないっていうところは言えたんじゃないかと思うんですけどね。

今回百条で宣誓もしてますから、本当に正直にお答えになったんだろうというふ

うには受けとめてます。以上です。 

○青山ひろかず証人 今、宮本議員のですね、百条の前にアンケートはどうのっ

ていうふうな質問あって、発議第１の何か謝罪の文書ですよね。まあ、書いたと

ころでありますが、自分自身としてですね、そういう議員同士で、そういう傷つ

けあうのはいけないんで、大まかな……。 

○松井 努委員長 証人、青山証人、申し上げます。それは宮本委員は聞いてお

りませんので、そういう内容でしたら発言しないて結構です。いいですね。はい。 

○松井 努委員長 次に移ります。創生市川。 

〔「結構です」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 はい。次に公明党。 
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〔「結構です」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 はい。次は清風会でありますが、通告がございませんので、

次に移ります。 

○松井 努委員長 次に自由民主党。 

〔「もう結構です」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 はい。次に日本共産党。 

〔「結構です」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 次に無所属の会。 

○松井 努委員長 はい、越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 ５ページ15番について伺います。 

 青山証人はクアンという会社をご存じでしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 委員長。このクアンというのも先ほど申し上げましたが、

議会事務局から書類を見せてもらったときに初めて見ました。何か請求書のとこ

には何か住所は消してあったみたいですけども、これは知りませんでした。 

○松井 努委員長 はい、越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 証人も小泉議員とは日々親しく接する中で、いろんな話を

する中で、クアンという会社があるということを聞き及んだことはないというこ

となんですが、クアンはイベントを実施している会社とか、それに伴う印刷をや

っていると、クアンという名称は知らなくても、小泉議員と親しい会社がイベン

トの実施をしているとか、それに伴う印刷をしているというお話しもご存じない

んでしょうか。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。存じ上げておりませんでした。 

○松井 努委員長 越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 はい。16番に移ります。三立工芸という会社をご存じでし

ょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。全く知りません。今回初めて知りました。 

〔越川雅史副委員長「終わります」と呼ぶ〕 

○松井 努委員長 はい。次に維新の党・花の会。 

 三浦委員。 

○三浦一成委員 それでは質問をさせていただきます。 
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 先ほどの証言の中で、切手を1,500枚購入しましたよというような内容があった

と思います。これ念のための再確認なんですけども、政務活動費を支出して1,500

枚の切手を購入したということなんですが、これはそもそも郵送用に購入したと

いう認識で間違いはないでしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 はい、委員長。たまたま購入したのが、そういう自分の後

援会の会報が送る時期であったので、それに使用したということであります。 

○松井 努委員長 三浦委員。 

○三浦一成委員 ありがとうございます。たまたま時期がかぶってしまったとい

うことですね。そしてですね、小泉議員に関しての質問なんですけども、先ほど

の証言の中でまたちょっと新しい事実が判明したといいますか、何か書類を書い

ていたときに声をかけられたと、で、切手を買えばいいじゃないかというような

ニュアンスの趣旨の発言と、あと、みんなやっているよというような発言があっ

たんですけども、これってみんなやっているよっていうのは、どういうような趣

旨の発言だったという認識なんでしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。（「意見を求める質問ですから」と呼ぶ者あり）意

見というふうな形になりますとね、尋問とは言えないので変えてください。 

 三浦委員。 

○三浦一成委員 失礼しました。それでは質問を変えます。そうしましたら、平

成24年度に実施されたアンケート、24年度の12月15日から平成25年度の１月15日

に実施されたというアンケートについて伺わせていただきます。 

 先日、宣誓はされませんでしたが、小泉証人からこのアンケートに関しては、

青山議員が直前でアンケートを中止したというような趣旨の発言がありました。

そもそもきょうの証人の発言では、こんなアンケートは知らないと、そして実施、

企画なんかにも一切携わっていないということなんですが、この、直前でアンケ

ートをやめるということを、小泉議員に対して言ったという覚えはないでしょう

か。 

○松井 努委員長 はい、青山証人。 

○青山ひろかず証人 小泉議員からその件について、やめるかやるか言われたこ

ともありませんし、全くその小泉議員が青山議員はアンケートをやんないという

ふうに答えたのは、多分この百条委員会のときに、先ほどあるように、その、ア

ンケートのはがきが自宅に戻ってきてるというふうに住所が書いてあったもので

すから、僕は戻ってきてないというふうにきっぱり言うつもりでいました。多分
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そういうものがあったりして、小泉議員が青山議員はやんないというふうに発言

したんではないかなと―これは僕の憶測ですけどね―思います。（「まあまあ」

と呼ぶ者あり） 

○松井 努委員長 まあ、いいです。 

 はい、三浦委員。 

○三浦一成委員 では最後の質問になります。先日ですね、百条委員会の設置に

伴って、こういった資料が我々のとこに配られているんですけれども、今の証言

ではそんなアンケートには実施、参加したこともないですし、そのような発言も

したことがないというようなニュアンスでお答えされました。ただですね、小泉

議員―どなたから提出されたかわかんないですが、アンケートの返信用はがき

の中にですね、青山議員、証人の住所が書かれているものが含まれています。こ

れがアンケート返信用はがきであるわけなんですが、これは間違いなく１枚も自

宅に返信されているということはないでしょうか。 

○松井 努委員長 青山証人。 

○青山ひろかず証人 先ほども何回も申し上げているように、アンケートはやっ

ておりませんから、自宅には戻ってはきておりません。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○松井 努委員長 以上で、青山ひろかず証人に対する尋問は終了いたしました。 

 青山ひろかず証人には、長時間ありがとうございました。退室いただいて結構

でございます。御苦労さまでした。 

〔青山ひろかず証人 退室〕 

―――――――――――――――――――――――― 

○松井 努委員長 次に、次回の開催についてであります。 

〔「委員長、動議」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 はい。石原委員。 

○石原よしのり委員 今青山ひろかず議員の証人尋問が終わりまして、まずは、

政務活動費でアンケートをやって、これで政務活動費の支給を受けたケースで、

アンケートを全くやっていなかったという事実が判明したわけです。そしてきの

うの松永鉄兵議員の証人尋問を終えても、まだまだ疑問が残るところだと思いま

す。そういったことからですね、この平成 24 年度と平成 25 年度に行われたとい

うか、緑風会第１が行ったとされるアンケート、合計４件についてですね、また、

アンケートが実際に行われたかどうか、切手が適切に目的に使われたかどうか、

これを本委員会の調査項目に追加するという提案をさせていただきたいと思いま
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す。 

〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 もう１度お聞きしますが、明確にきちんとした回答が得られ

なかったということについてはよくわかったんですけれども、でありますので…

…。 

○石原よしのり委員 緑風会第１が平成 24 年度と平成 25 年度に行ったとされる

アンケートについて、アンケートが実際に行われたのかどうか、そして支給を受

けた政務活動費―切手を含めてですね、これがその本来の目的に使われたのか

どうかを調査するという項目を、本百条委員会の追加調査項目として加えるとい

う御提案をさせていただきます。 

○松井 努委員長 今の件につきまして、皆さんの御意見を伺いたいと思います。

というのはですね、今回の百条委員会の議題といたしましては、今までやったと

おりでございます。今の石原委員の提案は、新たにまた、百条委員会として証人

を（「議会で議決はできんじゃないですか」と呼ぶ者あり）。 

○石原よしのり委員 調査項目、今、小泉文人議員と鈴木啓一議員が行ったとさ

れるアンケート、これが実際に行われたかどうか、あるいは切手が正しく使われ

たかどうかを調査するのが私たち委員会の調査項目です。（発言する者あり）です

から、対象を広げます。 

○松井 努委員長 ということは逆に言いますと、百条委員会の今まで―今回

の百条委員会の松永鉄兵氏と青山ひろかず氏に対しては、証人の証人ということ

で呼んだわけですけれども、今の発言を聞く範囲では２人に対して、また百条の

中の疑惑があるということで、証人として新たに(石原よしのり委員「調査対象者

としてということで」と呼ぶ)対象者、証人を広げるということですね。（越川雅

史副委員長「証人じゃなくて調査事項」と呼ぶ）（石原よしのり委員「調査対象者

を広げるという意味」と呼ぶ）ただ調査事項を広げるということは、その２人に

ついての調査事項を広げるわけですから、その２人に対して、その証人を２人追

加をするというふうな考え方とイコールですか。 

○石原よしのり委員 証人じゃなくて、調査対象者として……。 

○松井 努委員長 それではですね、一応今、私自身もはっきり把握できません

でしたので、それにつきましてはまた書面にして出していただいてですね、しか

るべき手続を踏んでいただいてからということでよろしいですか。 

○石原よしのり委員 それでは今休憩していただいて……。 

○松井 努委員長 今のところは休憩しておりません。 
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○石原よしのり委員 ですからこれから休憩をしていただいて……。 

○松井 努委員長 暫時休憩いたします。 

午後２時 45 分休憩 

―――――――――――――――――――――――― 

午後５時 25 分開議 

○松井 努委員長 それでは再開いたします。 

 お手元に配付のとおり、石原よしのり委員から、「政務活動費等により切手を大

量に購入した議員の調査に関する特別委員会に対して調査事項を追加する決議

案」が提出されました。 

 この際、委員の皆様へ本決議案に関し、委員長の見解を初めに申し上げます。 

 委員長といたしましては、全ての証人尋問が終わった後に百条委員会の中にお

きまして、皆様の御意見を伺い今後の方針を決めたいと思っていましたが、石原

委員のほうから決議案が提出されました。また、野村稔先生の書の中の「議会運

営の実際」の中に、「委員会で調査事項の追加を求めるときは、委員間であらかじ

め協議することが適当である。委員が突然に追加の必要性を発言しても、各委員

は直ちに意思表示をすることができないからである」というような条項がござい

ます。このことについて申しておいておきます。 

 次に、事務局の見解について述べていただきたいと思います。 

 佐藤課長。 

○議事課長 議事課長でございます。 

 本特別委員会は、平成 27 年６月定例会で可決されました発議第２号に基づき設

置され、議会より小泉文人議員及び鈴木啓一前議員に対する調査事項３件の付託

を受け、地方自治法第 100 条第 1 項の調査権を委任されたものであります。 

 したがいまして、本委員会の権限の範囲は、法第 109 条第４項によりまして、

議会の議決により付託された事件であります。 

 また、同条第６項は、委員会は「議会の議決すべき事件のうちその部門に属す

る当該普通地方公共団体の事務に関するもの」につき、議案提出権を有する旨規

定しております。 

 したがいまして、特別委員会の発議権は、議会から付託された事件の範囲に限

られると解されるところでございます。 

 今回の動議は、松永鉄兵議員が実施したとされるアンケート調査に関すること

を、本委員会の調査事項に追加するためのものであり、本委員会に提出されたと

いうことは、これを本委員会が議会に提出することを意図するものと解されます
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る。 

 しかし、今回の動議の提案理由によりますと、本件追加を求める調査事項は、

本件調査事項３件の解明の過程で生じた疑義ではありますが、調査の対象とする

アンケートの実施者が異なるものであり、本委員会に付託されている調査事項３

件とは別個の事項であると考えられます。 

 しかがいまして、今回の動議は、本委員会に付託された事件の範囲外の事件に

関するものであり、委員会発議の権限の範囲外であり、今回の動議の内容を委員

会として発議することはできないものと考えられます。 

 なお、決議案として議会に提出するのであれば、本委員会設置のもととなりま

した発議第２号と同様の形で、議員発議として議会―本会議に提出すべきもの

と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○松井 努委員長 次に、提案理由の説明を求めます。 

 石原委員。 

○石原よしのり委員 それでは提案理由を説明させていただきます。 

 この、平成 24 年度及び 25 年度において、会派緑風会第１が実施したとされる

アンケート調査については、昨年行われた住民監査請求以来、いろいろな疑義が

生じているところでございます。議会と丸かぶりの日程や新聞報道におきまして

も、この実際に行われたかどうかということについては、いろいろな疑問が呈さ

れてきました。昨日行われた本特別委員会の松永鉄兵議員の証人尋問では、アン

ケート調査の実施について、この、いわゆる１号発議案で詳細に弁明されていた

松永鉄兵議員のアンケート調査について、この証人尋問の中では肝心な部分、印

刷物の授受や代金の支払いについての点において、はっきりと覚えていないとい

うような答弁に終始されたということで、このアンケート調査をこれまでもいろ

いろとやってきて、ノウハウがあると言った松永鉄兵議員の発言としては大変不

明瞭な不自然なものだったと考えています。そして本日実施された青山ひろかず

議員により、平成 24 年ごろに小泉文人議員から、切手を買って換金すればよい。

松永鉄兵議員もやっている。みんなもやっているとの助言を受けたとの重大な証

言がなされました。また、本日の証人尋問では、平成 24 年 10 月に青山ひろかず

議員が実施したとされてきたアンケート調査が、実際にはやっていなかった架空

のものであったということが、証言としてありました。このことより、会派緑風

会第１が実施したとされるアンケート、ほかの３つのアンケートについても実施

されたかどうか、切手が使用されたのかどうか疑義が深まったと思われます。現
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在、本件特別調査委員会において、小泉文人議員と鈴木啓一前議員が実施したと

されるアンケート調査を調査事項としております。しかしそれは、アンケート調

査が実際に行われたのか、そしてそれが切手がその目的に適切に使われたのかと

いうのが調査事項です。小泉議員から、切手を大量に購入した議員が多数いる中、

自分たちだけが対象となるのは不公平だという旨の意見書も出されていること、

また、松永鉄兵議員も所属する、あるいは小泉文人議員も所属する会派創生市川

の鈴木雅斗議員からも、小泉議員だけを調査対象とするのはおかしいといった発

言もございました。 

 そういうわけで、この調査対象を追加し調査範囲を拡大することに多くの議員

の同意を得られるものと考えております。以上のことから、平成 24 年度と平成

25 年度において、会派緑風会第１が実施したとされるアンケート、合計３件につ

き、松永鉄兵議員を対象として本件特別調査委員会の調査事項に加えるべきだと

考えています。 

○松井 努委員長 失礼しました。本件特別調査と言われましたが、本件特別委

員会でよろしいですか。 

○石原よしのり委員 そうですね。本件特別委員会の調査事項に加えるものと、

加えるべきだと考えています。以上です。 

○松井 努委員長 それでは、質疑はありませんか。 

 はい、ほそだ委員。 

○ほそだ伸一委員 本日の証言を受けて新たな事実が出てきたこと、そして、今

回の動議の理由もわかりました。ただですね、今回また新たに調査事項を追加す

るということで、調査経費がまた 100 万円を追加、そしてそれなりの労力、時間

もかかるということで、市民の皆様の反応、そして今後のこの市政ですね、への

影響などはどのようになるか、後退するか停滞するかとかですね、何らかの影響、

反応というのはあると思うんですが、それをどのようにお考えかお答えください。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 お答えいたします。 

 調査経費についてはこの提案では、100 万円の調査経費の追加を御提案してい

ます。そして、この経費かかること、そして労力をかけることについて、あるい

はこの調査委員会が調査項目をふやすことによって長引く、あるいは業務がふえ

るということでございます。 

 これについて私は、今この百条委員会が行われている期間というのが本会議の

期間を外しながら、我々の時間を使ってやっているところです。そして本会議の
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議案あるいは一般質問につきましても、私たちは支障なく並行して審議している

ところでございます。そういう意味で市政に対する停滞にはなっていないという

ふうに考えております。そして、市民に対する件でございますけれども、多くの

市民が何やっているんだということが言っているのもわかります。しかし一方で

多くの市民が、このような市川市政あるいは市川市議会の信頼を失墜させるよう

な事件が起こって、これを解明しなければ信頼を得られない、そこをしっかりと

解明してくれという意見が多く出ているのも事実だと思います。そういう中で、

私たちの信頼を回復し、市川市議会がこれからより一層ですね、正しく公正にそ

して効率よく効果的な市政運営をするために、今回、疑義が生じているアンケー

ト調査を実際に行っていたのかどうか、行わずに、政務活動費の不正な支給が行

われていたのかどうかを解明することが大変重要だと思っている。そこで、市民

の理解が十分得られるものだと考えています。 

○松井 努委員長 はい、ほそだ委員。 

○ほそだ伸一委員 ありがとうございました。以上です。 

○松井 努委員長 ほかにございますか。 

 はい、宮本委員。 

○宮本 均委員 理由の中でですね、きょうの青山ひろかず議員の証言、松永鉄

兵議員もやっていると、助言を受けたと、重大な証言ということなんですが、証

言の中身についてはまさに今、この百条委員会でこれからどう扱うかを決めるべ

き事項であると思います。それに先んじて、この証言をもとに追加というのは、

ちょっと順番が違うんじゃないかなという気がします。広げる自体は構わないと

思います、僕も。必要があれば次にやるべきことだと思うんですけども、きょう

の証言が理由の中に明確に入っておりますから、この証言の結論を既に先に出し

ちゃってることになりませんか。その点についてはどう考えてますか。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 先ほど委員長が冒頭におっしゃられた御意見、本来であれ

ばこの委員会で順次やっている証人尋問、そして参考人質問でしたかね、これを

終えて、これを検証する必要がある、あるいはこれをやったほうが、あるいはこ

の委員の中でそこの検証をやる手続があったほうが、よりベターだという御意見、

それは私もそれには同意したいと思います。しかし、本日の証言は青山ひろかず

議員が宣誓をした上で、自分がやっていないということを、あるいは、やってい

ないというのはアンケートをしていなっかたこと、そして、これをやらずに政務

調査費の支給を受けたことについては、明確な証言をしたというふうに考えてい
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ます。今傍聴している市民、あるいは記者の方々もこの事実を大変重く受けとめ

たと思いますし、この時点でこれに対して私たちがきっちりと反応していき、そ

してこれを突き詰めていくことが市川市議会の責務だと思っています。そして、

今加えてるのは松永鉄兵議員が不正をしたということを決めつけているわけでは

なくて、疑義が深まっているのでこれを調査していこうということでございます。

決して不正をしたということを決めつけているつもりはない、これを調査するこ

とが、可及的速やかに調査することが必要だとこういった趣旨での調査事項の追

加と考えています。 

○松井 努委員長 よろしいですか。ほかにございますか。 

 はい、加藤委員。 

○加藤武央委員 石原さんね、今、この提案は、今の時点では早いと私は思って

いるんですよ。実は 19 日ですか、鈴木啓一さんか、今度は証人が入りますよね。

そこでもし、そういった問題が出た場合に、さらにまたこういうものを提案する

のか、提出するのかね。ですから私は今委員長も言われたとおり、今回鈴木啓一

さんが終わった時点で、再度皆さんで見直してそういったものがあれば、それに

乗ると、そういった形は私いいと思うんだけど、今なぜこの時点でこれを出さな

きゃいけないのか。鈴木さんのときにもし出たらまた再度出すのか。その２点聞

かせてください。 

○松井 努委員長 はい、石原委員。 

○石原よしのり委員 まず、では鈴木啓一さんが出た後、証言にもし重大な証言

があって、新たな事実が発覚したときにはどうするんだという質問からお答えさ

せてください。 

 もちろん発言内容、発覚した事実の軽重によって判断は違うと思いますけど、

もし本当にこれは偽装してないよというのがあったときは、新たに追加の発議が

あってもおかしくないと私は思っています。今の時点では何もわかりませんから。

そして、時期的な問題の話。先ほど私発言の中で、冒頭の委員長の御意見、尊重

したいと申し上げたところです。しかし、今回の青山さんの証言ですね、これに

ついては先ほど言いましたように、ある程度信憑性がある中で、これをこの時点

できちんと対応しなければ、我々市川市議会の責務を果たせてないというふうな、

多くの市民からの御批判、御指摘を受けるのではないかと思います。そういう意

味で時間をおけばいいというふうには考えていないので、これがもし普通の証言

が積み重なったもので判断すべきだというような事象であれば、本来私、19 日の

鈴木啓一さんの証言を待って動議を発議したいと思っていたところなんですが、
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そこをきょうの青山さんの証言をもって、これは速やかに対応すべきものと判断

したということでございます。 

○松井 努委員長 はい、加藤委員。 

○加藤武央委員 わかりました。宣誓をした青山さんのことがわかるっていうこ

とですが、私にとっても、松永鉄兵も宣誓はしていますよね。そうするとどちら

がいいかは、正しいことを言ってるかは、今の石原さんが言っていると、青山さ

んの言っていることが正しいと、で、松永さんが言ったことはっていうふうに聞

こえるんですよ。ですから、ここは 19 日終わってもいいんじゃないかと私はそう

思いますね。 

○松井 努委員長 指摘でいいですね。はい。 

 ほかにございますか。 

 三浦委員。 

○三浦一成委員 すいません、念のための補足の確認ではあるんですけれども、

今しがた提案理由だったりとか、調査の範囲だったりとか、まあ、市政に与える

影響、いろんな委員から確認というかですね、質疑があったと思います。今は加

藤委員からも―よろしいですか。加藤委員からもお話があったんですけれども、

松永証人も確かに宣誓をしていると、で、本日出席をされた青山議員も宣誓をさ

れているということで、私はまあ、何て言うんですかね、青山議員の証言が、の

みが一方的に信憑性があるとは思いませんけれども、本日この提出に至った経緯

っていうものを改めてちょっと伺っておきたいなと思うんですが、よろしいです

か。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 経緯というのは、先ほどの提案理由の中にも経緯が過去か

らのがあったはずです。その中で、今回何があったかっていうのは、まず、きの

うときょうの話をすると、同じ宣誓をした中での証言があったわけです。ただし

松永鉄兵議員の証言というのは、覚えておりませんとか、あるいはよくわからな

かった、わかりませんという発言が多かったわけですね。一方青山さんはこうい

うことがありました、こういうことをしましたという話の証言だと思います。こ

の中で今私が提案しているのは、決して先ほど言いましたけれども、松永さんが

うそを言っていると言っているわけではないんです。証言が明確でなかったのが

目立ったということで、これは調査対象としてこれからきちんと資料の提出だと

か、求めていく必要があるというふうに思っています。ここ二、三日の経過とし

てはそういうことがあったので、この場において動議をしたということでござい
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ます。 

○松井 努委員長 はい、三浦委員。よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 はい、髙坂委員。 

○髙坂 進委員 先ほど弁護士さんの見解とそれから事務局の見解（松井 努委

員長「弁護士さんは見解言っておりません。」と呼ぶ）ということで、ここで決議

をするということが、法律に違反しないというふうにちゃんと考えられているの

かどうなのか、そこだけ。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 私は専門家でないので、どこまで合致しているのかという

のははっきり明確には、実はお答えできないです。ただし私が考えたのは、本来

今回の百条委員会というのは、政務活動費等により切手を大量に購入した議員た

ちの中で、アンケート調査を行ってそれに切手を使用したという方の、このアン

ケート調査が実際に行われたのか、そしてそれが切手が適切にその目的に使われ

たのかというのは、調べなきゃいけない。という中で、アンケート調査を行って

それに切手を使ったと言った証言をした方は４名いらっしゃったわけですよね。

これが、小泉議員、そして鈴木啓一前議員、松永鉄兵議員と青山ひろかず議員、

結局おんなじことをやっていて、それが事実かどうかというのを確認しなければ

いけないという中で、今回、当初のお２人は疑義があったのでそこで対象者にな

っていたわけですけれども、今疑義が深まったら松永鉄兵議員と小泉文人議員の

差というのがほとんどなくなってきているわけです。今回そういうわけで、範囲

っていうのは、確かに範囲が対象者がふえて調査する対象となるアンケートがふ

えたというのは事実なんですが、やってることがあるやつ―調査する事象とい

うのが、ものというのが、そういう調査すべき事項というのは同じであると考え

ているわけです。そうすると決してその全く別個だとは私は解釈しなかった。こ

の解釈についてはいろんな見解があるかもしれませんので、そこはいろいろな機

会で御判断いただければと思っているところです。 

○松井 努委員長 髙坂委員よろしいですか。 

 はい、越川副委員長。 

○越川雅史副委員長 今回、今のお話しの中で、切手を大量に購入をしてアンケ

ート調査をしたとされる議員が４名いる中で、２人が既に百条の対象になってい

ると、今回松永鉄兵議員のみを追加して青山ひろかず議員を追加しないというこ

との理由、述べられれば教えてください。 
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○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 現状、きょうの青山ひろかず議員の証言がなければこの４

人の間に差があるとは思わないわけですね。ところが、きょうの宣誓の中で青山

議員が全く自分はアンケートをしていなかったと、政務活動費の使い方を間違っ

たというのか、違う使い方をしたということをこの場で明確に証言されて、今さ

らアンケートをしたのかどうか、切手はそのアンケートっていう目的に使われた

のかどうかを調べる必要がなくなったわけです。もう既に彼はやってないと、だ

から、この青山さんを今さらこの同じ目的に加えて、アンケートを正しくやった

のですかということを調べる必要が、既にもうなくなったということで、青山さ

んが外れているというふうにお考えください。 

○松井 努委員長 はい、越川副委員長。 

〔越川雅史副委員長「もう結構です」と呼ぶ〕 

○松井 努委員長 よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 私から動議、あっ委員長。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 私から動議の本文で、ちょっと確認をさせていただきたい部分

がありまして、動議の２ページの下から２段落目、「現在」というくだりで入って

いる文章から、「調査範囲を拡大することは多くの議員の同意を得られるものと考

える」という文章の中に、「松永鉄兵議員が所属する会派創生市川の鈴木雅斗議員

からも、『小泉議員だけを調査対象にするのはおかしい』といった声も挙がってお

り、」という一文があること、そして、小泉議員が現在この場でいないので、「『切

手を大量に購入した議員が多数いる中、自分たちだけが対象となるのは不公平で

ある』旨の意見書」というふうに書いてあります。 

 この２点の発言の引用に関して、どの発言から引用したのか伺います。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 まず、鈴木雅斗議員の発言です。８月 17 日の百条委員会の

中に、ここに議事録、ここにですね、どっから読んだらいいかな。ここの文章だ

け読みますね。「それは 100 条の濫用であるおそれがあるというふうに読売のほう

から御意見をいただきまして、マスメディア、市民の方でも公平性に関して疑義

が上がる声が出ているのですよ。」っていうふうに言ってらっしゃいます。公平性

ということから言うと、これは同じようにやってる方の扱いが違うということを
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おっしゃっているというふうに私は理解しました。 

 次に小泉さんです。小泉さんは今回 11 月９日に資料提出を回答してきていま

す。この中で、ここに載っている文章を読みます。「加えて、『政務活動費等によ

り切手を大量に購入した議員』は、私だけではなく、かつ、私以外の市議会議員

の多くは、裏付資料の提出すら求められるここなく、『説明』文書を作成しただけ

で、それ以上追及を受けることなく、まして、本百条委員会の調査対象とすらさ

れていないことは公知の事実です。」このように述べているということは、私以外

も同じようにやってる方は百条委員会に載っていいんじゃないかというふうに主

張しているというふうに理解しています。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 残念ながら、小泉議員に関してはこの場にいないため、一体そ

の意見書がどのような真意で出されたのかということは確認ができないので、私

の発言の部分に関して、言及をちょっとさせていただきたいのですが、８月 17

日の議事録を全て確認して、もう１度というわけには恐らくいかないだろうと思

いますので、この、小泉議員だけを調査対象にするのはおかしいと言った経緯に

は、政務活動費全体の問題がやはりあると思います。私は委員会の中でも市内出

張や会報の問題、そして不適切な備品の購入、そして書籍、そういった問題があ

って、そういった不適切支出が指摘されているにもかかわらず、返納していない

議員がいる、そして切手の代金を返納していない議員もいるというふにその当時

では聞いていました。そういった中で、小泉議員だけを調査対象にするのはおか

しいというふうに言った記憶があります。本件の動議の内容からかいま見ますと、

松永鉄兵議員を調査対象に加えることに対して、賛成すると考えているという独

自の意見を述べているに過ぎない条文があります。これに関して、私個人、物す

ごく遺憾に思いま……、強く遺憾に思っておる所存であります。この発言に関し

て、訂正や訂正をするということに関して、提出者からなされることというもの

はありますでしょうか。お答えください。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 今鈴木議員がおっしゃられたとおり、ほかにも市内出張や

何かのものもあるっていうのも、私十分理解しています。ただ、その中で小泉さ

んだけを狙い撃ちしてるっていう話で、おかしいとおっしゃったんだということ

ですね。ただ、そういう意味じゃ、これを無限に広げていくっていう、多分、鈴

木さんおっしゃっているんだろうけれども、まあ、無限に広げていくっていうの

は今後やっていく話で、もしそれをお望みならば、もちろん自分でやっていただ
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ければいいと思っているんですけれども、少なくとも今回の百条委員会っていう

のは、アンケート調査が実際に行われたかどうか、それに切手が使われたかどう

かっていう話が、今の百条委員会の趣旨です。それは何回も鈴木さんには委員長

から御意見というか御注意があったはずです。そういう中では、この百条委員会

の中で広げられる範囲は、決してその、全ての政務活動費の不適切っていうので

はないと思っているんで、これを私は加えただけで……。それから、考えている

っていうことですが、私はそういうふうに捉えたということでございます。 

○松井 努委員長 はい、鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 なので、捉え方に関して非常に恣意的であるというふうに、私

は指摘しております。私は、松永鉄兵議員を調査対象に加えることに対しての動

議に対して、同意を得られるような趣旨で発言したわけではないのですよ。で、

調査対象は御自身で広げればよいと言ったわけではなくて、発言の趣旨がそうい

うのであるならば、問題がある政務活動費全体で、公平にやるべきではないのか

という趣旨で述べたのですよ。それを恣意的に歪曲して、その部分だけ載せられ

るということは、私自身の名誉にかかわるんですよ。これを抜粋したことに関し

て、石原委員は訂正をされないという認識でよいのですか。お答えください。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 物事を抜粋するときにね、全てを網羅したことが抜粋でき

るわけではなくて、こういう、鈴木議員が広げることに対して―対象を広げる

ことに対して述べられていた。それをどこまで広げるか全体まで広げるかってい

う話をしたとは私は何も言っているわけではなくって、この広げることに対して、

決して反対方向の御意見ではないんだろうっていうふうに理解してますけど、そ

れじゃあ違いますでしょうか。 

○松井 努委員長 鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 ということは、石原委員は、今後この百条委員会の調査権を、

市内出張やあるいは会報の支出、備品の不適切購入、書籍の不適切購入、そうい

ったものに対してまで、範囲を拡大していこうという意図で、私のこの一言を抜

粋されたのですか。あるいは、この本文だけ見てみますと、松永鉄兵議員を調査

対象に加えることに対して、私のこういった発言があるから同意を得られるとい

う、恣意的な引用をなさっているとしか思えないのですよ。それに対して私は、

石原委員自身が書き直して、訂正する気はないかということです。これは私の名

誉にかかわるのですよ。この動議に載せられるということは、市民の皆様に公開

されます。マスメディアの皆様も確認されるわけです。その中で、私が賛同する
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ような趣旨の一文を、このような形で引用されるというものは私自身の名誉に大

きくかかわるのですよ。石原委員は、そういった意味でこの文言に対して正しい

引用をするか、もしくは削除するかというものは……、訂正するかということに

関しては、一切考えていないのですか。お答えをお願いします。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 本当に不適切だったら訂正も考えていると思うんですけれ

ども……、考えますけれども、この場合は決して私が、鈴木議員が御指摘するよ

うな引用ではないと思ってる。この、今、小泉議員だけが対象になっているのが

おかしいということで、どこまで広げるかなんて話をしてるわけじゃなくて、こ

ういう意見があって広げる方向については、そういう御意見なんだろうと、今回

の、多くの議員の同意を得られるっていうのは、決してその鈴木議員と多くの議

員というのをリンクしているとは私は思っていないんで、こういう意見がある中

で、多くの議員が賛成するだろうと私は考えたということなんですけども、不都

合はありますか。 

○松井 努委員長 鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 なので、繰り返しになりますが、動議文の中で独自の見解を引

用するということに対して、不適切だと私は指摘しているのです、この動議に関

して。石原委員は先ほどから、正しいという自分の正当性の御意見のほうをおっ

しゃっておりますが、この、私が間違っている引用だと指摘することを、このま

ま載せ続けるという解釈でよろしいのですか。これは私の名誉にかかわるので、

質問しております。お答えをお願いします。 

○松井 努委員長 石原委員。 

○石原よしのり委員 趣旨としてはね、もし鈴木議員がおっしゃられて、御訂正

があって、まあ、減るもんではないので、それは訂正には応じることは可能と思

います。 

〔「委員長」、「まだ発言中」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。まとめ

てください。 

○石原よしのり委員 もし、そう言うんであれば、どのような訂正を御提案なさ

っているんでしょうか。 

○松井 努委員長 はい。鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 まず第１点。私の発言が減るものではないというふうに（発言

する者あり）でしたら、削除のほうを強く要望いたします。小泉議員の、「切手を
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大量に購入した議員が多数いる中、自分たちだけが対象となるのは不公平である」

も、そっから全部削除をしてください。余りにも内容が恣意的過ぎて不適切です。 

○松井 努委員長 暫時休憩いたします。 

午後６時１分休憩 

―――――――――――――――――――――――― 

午後６時12分開議 

○松井 努委員長 それでは、再開いたします。 

 ただいま休憩中でございましたので、整理をさせていただきます。 

 それでは石原委員、取り消しの内容につきまして、述べていただきたいと思い

ます。 

○石原よしのり委員 ただいま、鈴木雅斗委員から御指摘がございましたとおり、

確かに、鈴木雅斗議員の発言をここに引用することに対して、修正を求めるとい

う御意見についてお受けしたいと思っています。 

 そして、下から２つ目の段落の２行目の、「小泉議員から『切手を大量に購入し

た議員が多数いる中、自分たちだけが対象となるのは不公平である』旨の意見書

が出されていることや、松永鉄兵議員が所属する会派創生市川の鈴木雅斗議員か

らも、『小泉議員だけを調査対象にするのはおかしい』といった声も挙がってお

り、」の部分を削除して、提出させていただきたいと思います。 

○松井 努委員長 はい。それにつきましては、削除するという申し出がござい

ました。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「もう１度確認。１行目」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 いや、１行目じゃなくて、２行目の小泉議員からです。（「小

泉文人議員と鈴木啓一ではなくて」と呼ぶ者あり）それじゃなくて、２行目の小

泉議員からを削除するということです。1 行目と２行目の中段までにつきまして

は、残すということですね。そして、１番下の２行目から、につながるというこ

とですね。まず最初に鈴木委員に申し上げますが……、ごめんなさい。削除する

ことに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 じゃあ削除させていただきます。削除してください。 

 次に、鈴木雅斗委員言ってください。どうぞ。 

○鈴木雅斗委員 削除が終わったということはそれで結構なのですが、ただ、動

議の中に、この文章を交えて、この 15 人の委員、そして配付された委員の中は確



 （59） 

認しているのは事実であって、私の引用を誤解を与えた表現であることは事実だ

と思います。加えて、この引用があったことだから減るものではないというのは、

石原委員が提出した動議そのものの品位を落とす発言だと私のほうは解しており

ます。この２点に関して、石原委員からの謝罪を求めます。 

○松井 努委員長 石原委員いかがでしょうか。 

○石原よしのり委員 謝罪についてはお受けいたしかねます。と言うのは、私が

先ほど何回も言っていますとおり、こういった旨があるということ、それと、あ

なたが同意を得るっていうのを結びつけたつもりはございません。解釈の違いだ

と思っています。それから、（発言する者あり）それ勘違いじゃないですか、私は

これを削除しても、僕の意図するこの発議案の効果が減るもんではないと、こう

いうふうに言ったはずです。解釈が違っていると思います。 

○松井 努委員長 鈴木委員。 

○鈴木雅斗委員 わかりました。謝罪がないということであるのならば、これも

また留意した上で、今後のことについて考えていきたいと思います。以上です。 

○松井 努委員長 はい、よろしいですか。ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 以上で質疑を終結いたします。 

 討論の発言はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松井 努委員長 お諮りいたします。 

 政務活動費等により切手を大量に購入した議員の調査に関する特別委員会に対

して調査事項を追加する決議案に、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○松井 努委員長 挙手多数であります。よって、本決議案は可決されました。 

―――――――――――――――――――――――― 

○松井 努委員長 次に、次回の開催についてであります。 

 次回の開催は、11 月 19 日木曜日の、午後３時からとなりますので、よろしく

お願いをいたします。 

―――――――――――――――――――――――― 

○松井 努委員長 以上で、政務活動費等により切手を大量に購入した議員の調

査に関する特別委員会を散会いたします。 

午後６時16分散会 


